
一
七
三

近
世
に
お
け
る
安
寧
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
動
向外　

池　
　
　

昇

は
じ
め
に

　

近
世
に
お
け
る
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
は
、
管
見
の
限
り
お
よ
そ
二
点
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
二
点
を
み
る
。

　

ま
ず
一
点
目
は
大
正
十
四
年
の
も
の
で
、
上
野
竹
次
郎
著
『
山
陵（

1
）』

の
「
安
寧
天
皇
陵
」
の
項
の
一
部
で

あ
る
。

諸
説
荒
頽
ノ
時
、
大
和
志
、
其
ノ
所
在
ヲ
謬
ラ
ズ
、
夙
ニ
今
ノ
地
ヲ
指
摘
ス
、
然
ル
ニ
元
禄
ノ
檢
討
、
擬
ス

ル
ニ
「
マ
ナ
ゴ
山
」
ノ
西
腹
、
小
祠
ア
ル
處
ヲ
以
テ
ス
、
是
レ
畝
傍
山
古
圖
ニ
、
山
ノ
西
南
嵎
ニ
小
祠
ヲ
畫

キ
テ
あ
ん
ね
い
宮
ト
標
ス
ル
モ
ノ
ニ
當
ル
、
蓋
シ
安
寧
天
皇
ノ
靈
祠
ニ
シ
テ
陵
迹
ノ
認
ム
ベ
キ
ナ
シ
、
後
、

探
求
ス
ル
モ
ノ
復
タ
幕
府
ノ
擬
定
ス
ル
所
ヲ
採
ラ
ズ
、
皆
推
ス
ニ
今
ノ
地
ヲ
以
テ
ス
、
里
俗
呼
ビ
テ
「
ア
ネ



一
七
四

山
」
ト
曰
フ
、
所
謂
「
ア
ネ
」
ハ
安
寧
ヲ
訛
レ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
、
又
花ハ
ナ

陰カ
ゲ

山ヤ
マ

ノ
名
ア
リ
、
一
ニ
西ニ
シ

山ヤ
マ

新シ
ン

開ビ
ラ
キト

モ
曰
フ
、
新
開
ノ
名
ア
ル
、
夫
レ
或
ハ
頽
餘
ノ
陵
、
犁
耟
シ
テ
畑
ト
ナ
シ
ヽ
モ
ノ
カ
、
今
字
シ
テ
西
山

ト
曰
フ
、
元
治
元
年
八
月
修
補
シ
、
明
年
二
月
功
成
ル（

2
）

　

右
の
引
用
の
「
又
花ハ
ナ

陰カ
ゲ

山ヤ
マ

」
以
下
を
除
い
た
部
分
に
つ
い
て
文
意
を
た
ど
る
と
、（
天
皇
陵
に
関
す
る
諸
説

が
未
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
頃
、（
並
河
永
〔
誠
所
〕
に
よ
る
）『
大
和
志
』
は
間
違
え
る
こ
と
な
く
今
日
安
寧

天
皇
陵
と
さ
れ
て
い
る
所
を
安
寧
天
皇
陵
と
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
元
禄
の
修
陵
で
は
、（
そ
こ
と
は
違
う
）

「
マ
ナ
ゴ
山
」
の
「
西
腹
」
の
「
小
祠
」
の
あ
る
所
が
安
寧
天
皇
陵
と
し
て
「
擬
」
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
畝
傍

山
古
図
」
に
、（
畝
傍
）
山
の
西
南
の
嵎
に
「
小
祠
」
を
描
い
て
「
あ
ん
ね
い
山
」
と
標
示
し
て
い
る
所
に
当

る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
は
安
寧
天
皇
の
「
靈
祠
」
で
あ
っ
て
陵
の
迹
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
は
、（
安
寧

天
皇
陵
を
）
探
し
求
め
る
者
は
（
も
う
）
誰
も
幕
府
が
そ
こ
と
「
擬
定
」（
仮
に
推
量
し
て
決
め
る
こ
と
）
し

た
場
所
を
（
安
寧
天
皇
陵
と
し
て
）
採
用
し
な
い
。
皆
が
（
安
寧
天
皇
陵
と
し
て
相
応
し
い
所
と
し
て
）
今
日

の
地
を
選
ぶ
。
土
地
の
人
び
と
は
そ
こ
を
「
ア
ネ
山
」
と
い
う
。
こ
の
「
ア
ネ
」
は
「
安
寧
」
の
訛
っ
た
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
右
の
引
用
中
「
又
花ハ
ナ

陰カ
ゲ

山ヤ
マ

」
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

行
論
上
、
主
に
「
十
二
吉
田
村
の
地
方
文
書
よ
り
」
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、
次
に
引
く
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
説
明
は
昭
和
五
十
四
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
お
よ
そ



一
七
五

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

内
容
が
異
な
る
。『
国
史
大
辞
典
』
の
安
寧
天
皇
条
か
ら
安
寧
天
皇
陵
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。

〔
畝
傍
山
西
南
御
陰
井
上
陵
〕（
う
ね
び
や
ま
の
ひ
つ
じ
さ
る
の
み
ほ
ど
の
い
の
え
の
み
さ
さ
ぎ
）
奈
良
県
橿

原
市
吉
田
町
に
あ
る
。
東
西
に
長
い
楕
円
形
の
丘
状
を
な
し
て
い
る
。
陵
下
に
御
陰
井
と
称
す
る
井
戸
が
あ

り
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
懿
徳
天
皇
元
年
八
月
朔
に
当
陵
に
葬
っ
て
い
る
。『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
の
制
は
、

遠
陵
と
し
「
兆
域
東
西
三
町
、
南
北
二
町
、
守
戸
五
烟
」
と
す
る
。
後
世
所
伝
を
失
っ
た
が
、『
大
和
志
』
は

当
所
を
あ
げ
て
お
り
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
御
陵
と
し
て
修
補
さ
れ
た
。

　

参
考
文
献　

谷
森
善
臣
『
山
陵
考
』（『
新
註
皇
学
叢
書
』
五
）�

　
　
　
　
（
中
村　

一
郎（

3
））

　

こ
の
う
ち
近
世
に
つ
い
て
述
べ
た
「
後
世
」
以
降
に
注
目
す
れ
ば
、
後
に
は
（
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
）

言
い
伝
え
が
失
な
わ
れ
た
も
の
の
、『
大
和
志
』
は
現
在
安
寧
天
皇
陵
と
さ
れ
て
い
る
所
を
（
真
陵
と
し
て
）

挙
げ
て
い
て
、（
文
久
の
修
陵
に
お
い
て
）
元
治
元
年
に
そ
の
場
所
が
安
寧
天
皇
陵
と
し
て
修
補
さ
れ
た
、
と

い
う
よ
う
に
読
め
る
。
果
た
し
て
こ
の
説
明
は
、
近
世
の
お
け
る
安
寧
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
動
向
を
正
確
に
説
明

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
元
禄
の
修
陵
で
は
、
ど
こ
が
安
寧
天
皇
陵
と
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
の
二
点
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
が
正
し
く
て
残
る
一
方
が
誤
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
で
あ
ろ



一
七
六

う
。
本
稿
の
執
筆
を
良
い
機
会
と
し
て
、
近
世
に
お
け
る
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
何
が
事
実
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
見
地
に
よ
る
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
努
め
た
い（

4
）。

一 
吉
田
村
の
「
覚
」（
元
禄
十
年
九
月
十
八
日
）

　

元
禄
の
修
陵
は
、
江
戸
幕
府
に
お
け
る
初
め
て
の
修
陵
事
業
で
あ
る
。
そ
の
際
の
奈
良
奉
行
所
の
文
書
が
、

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
玉
井
家
文
書
『
庁
中
漫
録
』「
元
録
年
間
山
陵
記
録
」
と
し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
「
元
録マ
マ

年
間
山
陵
記
録
」
の
翻
刻
を
掲
載
し
た
秋
山
日
出
雄 

廣
吉
壽
彦
編
集
『
元
禄
年
間
山
陵
記
録
』（
平

成
六
年
三
月
、
財
団
法
人
由
良
大
和
古
代
文
化
研
究
協
会
）
は
、「
解
説
」（
廣
吉
壽
彦
執
筆
）
を
載
せ
て
い
る

が
、
そ
れ
と
「
元
録
年
間
山
陵
記
録
」
の
本
文
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
元
禄
十
年
九
月
七
日
夜
に
京
都
所
司
代

松
平
紀
伊
守
信
庸
か
ら
の
書
状
が
奈
良
奉
行
に
到
来
し
た
。
奈
良
奉
行
内
田
傳
左
衛
門
守
政
は
当
時
寺
社
の
順

見
に
出
て
お
り
留
守
居
の
飯
塚
彌
兵
衛
が
内
見
し
た
が
、
大
和
国
内
の
山
陵
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
飛
脚
に
よ
り
こ
れ
を
奈
良
奉
行
に
注
進
し
、
守
政
は
葛
下
郡
良
福
寺
に
て
翌
八
日
の
暮
方
に
こ
れ
を
披

見
し
、
九
日
の
午
時
過
に
南
都
奉
行
所
に
帰
宅
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

5
）。

そ
し
て
本
稿
に
て
注
目
し
て

い
る
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
月
十
八
日
付
に
て
「
神
保
主
膳
知
行
高
市
郡
吉
田
村
庄
屋
嘉
兵
衛
年

寄
五
兵
衛
」
に
よ
る
「
覚
」
が
「
南
都
御
奉
行
様
」
に
宛
て
て
差
し
出
さ
れ
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。
左
に
引
用

す
る
。



一
七
七

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

【
史
料
Ⅰ
】
元
禄
十
年
九
月
十
八
日
「
覚
」

　
　
　
　
　

覚

　
字
安
寧
山
畝
傍
山
ゟ
西
南
ニ
當
リ
申
候

　

一
安
寧
山

　
　
　
　

東
西
三
拾
四
間

　
　
　
　

南
北
弐
拾
四
間
廻
リ
百
拾
八
間

　
　
　
　

高
サ
五
間
余

　

一
安
寧
天
皇
之
宮
有
瑞
籬
又
ハ
池
茂
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　

奥
行
三
尺
五
寸

　

一
安
寧
之
御
宮
横
三
尺
弐
寸
五
分

　
　
　
　
　
　
　

高
サ
八
尺

　
　
　
　
　
　
　

但
御
宮
西
む
き

　

一
宮
之
壱
間
後
ニ
く
ほ
ミ
横
渡
弐
尺
五
寸
四
方

深
サ
三
尺
御
座
候

何
之
申
傳
茂
無
御
座
候

　

一
安
寧
御
宮
支
配
又
ハ
別
當
無
御
座
吉
田
村
人
共
廻
リ
持
ニ
仕
申
候

　

一
安
寧
山
松
林
ニ
而
御
座
候
木
枝
下
苅

仕
候

　

一
安
寧
山
吉
田
村
家
居
ゟ
道
法
壱
町
半
方
角
辰
巳
ニ
當
リ
申
候

　

一
安
寧
天
皇
之
宮
峯
ゟ
壱
間
程
下
ニ
御
座
候



一
七
八

　

一
安
寧
山
ハ
除
地
ニ
而
御
座
候

　

一�

御
尋
被
成
候
御
陰
井
と
申
所
不
奉
存
候
得
共
安
寧
天
皇
御
宮
ゟ
下
乾
ニ
當
テ
道
法
弐
町
半
御
座
候
林
之
中

ニ
古
キ
井
御
座
候
指
渡
シ
四
尺
深
サ
壱
間
御
座
候
然
と
も
井
ニ
名
ハ
無
御
座
候
此
井
ゟ
安
寧
宮
上
ニ
當
リ

申
候

　

一
村
高
六
百
弐
拾
八
石
九
斗
九
升

　
　
　
　

右
ノ
外
ニ

　

一
は
な
か
け
山
と
申
吉
田
村
ゟ
乾
ニ
當
リ
御
座
候

　
　
　

東
西
弐
拾
四
間

　
　
　

南
北
拾
弐
間

　

一
は
な
か
け
山
之
頂
ニ
小
キ
宮
有
之

　

一
は
な
か
け
山
松
林
ニ
而
木
枝
下
苅
等
仕
候

　

一
は
な
か
け
山
右
間
数
除
地
ニ
而
御
座
候

　

一�

右
井
付
申
候
古
キ
井
江
は
な
か
け
山
ゟ
方
角
ハ
辰
巳
ニ
當
リ
申
候
山
形
之
儀
委
細
絵
図
ニ
記
指
上
ヶ
申
候

　
　
　

右
之
通
少
茂
相

不
申
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　

元
禄
十
丁

丑
年
九
月
十
八
日　
　

�

　
　
　

神
保
主
膳
知
行　
　
　
　



一
七
九

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
市
郡
吉
田
村　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

庄
屋　
　
　

 　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
兵
衛　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

年
寄　
　
　

 　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
兵
衛　
　

　

南
都

　
　

御
奉
行
様（

6
）

現
代
文
訳

（
ａ
）「
安
寧
山
」
は
畝
傍
山
か
ら
西
南
に
当
る
。

（
ｂ
）「
安
寧
山
」
は
東
西
三
十
四
間
・
南
北
二
十
四
間
・
周
り
百
十
八
間
・
高
さ
五
間
余
で
あ
る
。

（
ｃ
）「
安
寧
天
皇
之
宮
」
が
あ
り
、
瑞ず
い

籬り

（
聖
域
を
画
し
て
廻
ら
さ
れ
た
垣
根
や
塀
）
と（

7
）池

は
な
い
。

（
ｄ
）「
安
寧
之
御
宮
」
は
奥
行
三
尺
五
寸
・
横
三
尺
二
寸
五
分
・
高
さ
八
尺
で
、「
御
宮
」
は
西
向
き
で
あ
る
。

（
ｅ
）「
宮
」
の
一
間
後
に
窪
み
が
あ
り
、（
そ
の
）「
横よ
こ

渡わ
た
し」（

こ
ち
ら
側
か
ら
あ
ち
ら
側
へ
の
長
さ
）
は
二
尺

五
寸
四
方
・
深
さ
八
尺
で
あ
り
、
何
の
申
し
伝
え
も
な
い
。

（
ｆ
）「
安
寧
御
宮
」
に
は
領
主
や
「
別
當
」（
村
役
人
）
は
い
な
い
。
吉
田
村
の
人
び
と
の
「
廻
リ
持
」
で
あ

る
。



一
八
〇

（
ｇ
）「
安
寧
山
」
は
松
林
で
あ
り
、
木
の
枝
の
下
苅
等
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
ｈ
）「
安
寧
山
」
は
吉
田
村
の
家
の
あ
る
所
（「
家
居
」）
か
ら
の
「
道
法
」
は
一
町
半
東
南
の
距
離
に
当
る
。

（
ｉ
）「
安
寧
天
皇
之
宮
」
は
、「
峯
」（
山
の
頂
上
）
か
ら
一
間
程
下
に
あ
る
。

（
ｊ
）「
安
寧
山
」
は
除
地
で
あ
る
。

（
ｋ
）
お
尋
ね
の
「
御
陰
井
」
と
の
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
安
寧
天
皇
御
宮
」
か
ら
下
り
て
「
道
法
」
が
西

北
に
二
町
半
（
の
所
）
に
あ
る
林
の
中
に
古
い
井
戸
が
あ
る
。
直
径
四
尺
・
深
さ
一
間
あ
る
が
、
井
戸
に
名

は
な
い
。
こ
の
井
戸
か
ら
「
安
寧
宮
」
は
北
（「
上
」）
に
当
る（

8
）。

（
ｌ
）（
吉
田
村
の
）
村
高
は
六
百
二
十
八
石
九
斗
九
升
で
あ
る
。

（
ｍ
）
右
の
他
に
「
は
な
か
け
山
」
と
い
う
山
が
吉
田
村
の
西
北
に
あ
り
、
東
西
二
十
四
間
・
南
北
十
二
間
で
あ

る
。

（
ｎ
）「
は
な
か
け
山
」
の
頂
に
「
小
キ
宮
」
が
あ
る
。

（
ｏ
）「
は
な
か
け
山
」
は
松
林
で
木
枝
の
下
苅
等
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
ｐ
）「
は
な
か
け
山
」
の
右
に
み
た
間
数
は
除
地
で
あ
る
。

（
ｑ
）
右
の
井
戸
に
つ
き
申
し
上
げ
る
。（
そ
の
）
古
い
井
戸
へ
は
、
は
な
か
け
山
か
ら
は
東
南
に
当
る
。
山
の

形
は
詳
し
く
絵
図
に
記
し
差
し
上
げ
た
。
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ま
ず
（
ａ
）～（
ｌ
）
の
「
安
寧
山
」（「
字
安
寧
山
」
と
も
）
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
安
寧

山
」
と
の
名
称
の
他
に
も
、
そ
こ
に
安
寧
天
皇
を
祭
神
と
し
た
神
社
が
鎮
座
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
名
称
と
し

て
、「
安
寧
天
皇
之
宮
」（
ｃ
）（
ｉ
）・「
安
寧
之
御
宮
」（
ｄ
）・「
御
宮
」（
ｄ
）・「
宮
」（
ｅ
）・「
安
寧
御
宮
」

（
ｆ
）・「
安
寧
天
皇
御
宮
」（
ｋ
）・「
安
寧
宮
」（
ｋ
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
総
て
「
安
寧
山
」
と
同
義

と
み
て
良
い
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、（
ａ
）～（
ｌ
）
が
「
安
寧
山
」
の
勢
揃
い
と
な
っ
て
い
る
理
由
が
明
ら
か

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
「
覚
」
は
、「
安
寧
山
」
こ
そ
が
真
の
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
を
殊
更
に
主
張
す
る

た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
較
べ
て
（
ｍ
）～（
ｑ
）
の
「
は
な
か
け
山
」
に
関
す
る
部
分
に
は
、
た
だ
の
一
度
も
「
安
寧
」
と
の

文
字
が
な
い
。
そ
し
て
「
は
な
か
け
山
之
頂
」
に
「
小
サ
キ
宮
」
が
鎮
座
す
る
と
し
つ
つ
そ
の
祭
神
を
記
さ
な

い
の
も
、
か
え
っ
て
不
自
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
覚
」
の
主
張
、
つ
ま
り
吉
田
村
の
主
張
が
は
っ
き
り
と
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
内
容
が
作
ら
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
そ
の
内
容
は

奈
良
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
等
に
よ
る
検
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
覚
」
は
そ
の
こ
と
を
前
提

と
し
て
著
さ
れ
た
と
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二 

『
徳
川
実
紀
』（
元
禄
十
二
年
四
月
）

　
『
徳
川
実
紀
』
は
元
禄
の
修
陵
に
つ
い
て
記
す
中
で
、
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
記
す
。

【
史
料
Ⅱ
】『
徳
川
実
紀
』「
常
憲
院
殿
御
實
紀
巻
三
十
九
」（
元
禄
十
二
年
四
月
条
）

こ
ゝ
に
本
朝
元
弘
建
武
の
大
乱
以
後
古
帝
王
の
寝
陵
荒
廃
し
て
其
あ
り
か
た
し
か
な
ら
す
樵
牧
雉
兎
の
蹊
徑

と
な
り
き
然
る
を
数
百
年
を
へ
て
修
治
す
る
事
も
な
し
是
一
大
闕
典
と
い
ふ
へ
し
し
か
る
を

當
代
感
し
思
召
あ
り
て
こ
の
年
頃
御
料
は
代
官
私
領
は
領
主
に
仰
こ
と
下
り
あ
ま
ね
く
古
跡
を
捜
索
せ
し
め

藩
籬
を
ま
う
け
樵
采
を
禁
せ
ら
れ
し
に
此
月
そ
の
事
成
功
せ
る
よ
し
京
職
松
平
紀
伊
守
信
庸
よ
り
注
進
す

（
略
）
安
寧
天
皇
畝
傍
山
の
西
南
御
陰
井
。
今
吉
田
村
の
東
南
纎
沙
山
の
う
ち
安
寧
山
と
よ
へ
り（

9
）（

略
）。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
元
禄
の
修
陵
に
お
い
て
吉
田
村
の
東
南
の
「
纎
沙
山（
10
）」

に
あ
る
「
安
寧
山
」
が
安
寧
天

皇
陵
と
さ
れ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
な
お
こ
の
「
纎
沙
山
」
は
、『
延
喜
式
』「
諸
陵
寮
」
の
記
す
懿
徳
天
皇

陵
の
陵
号
（「
畝
傍
山
南
纎
沙
0

0

溪
上
陵
」〔
傍
点
引
用
者
〕）
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
懿
徳
天
皇

陵
は
吉
田
村
の
内
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
畝
傍
村
に
存
す
る
。

　
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
に
著
さ
れ
た
吉
田
村
に
よ
る
「
安
寧
山
」
を
安
寧
天
皇
陵
と
し
て
幕
府
に
認
め
さ
せ
よ
う

と
い
う
主
張
は
、
こ
こ
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
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三 

『
大
和
志
』（
享
保
二
十
一
年
正
月
）

　

並
河
永
（
誠
所
）
に
よ
る
『
大
和
志
』
は
「
陵
墓
」
の
項
を
立
て
、
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ

る
。『
大
和
志
』
は
「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
『
山
陵
』
と
『
国
史
大
辞
典
』
の
安
寧
天
皇
陵
の
項
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
記
述
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
史
料
Ⅲ
】『
日
本
輿
地
通
志
畿
内
部
巻
二
十
四
大
和
国
之
十
四
』（『
大
和
志
』）（
享
保
二
十
一
年
正
月
）

畝
傍
山　
ノ

西-

南
御ミ

䕃ホ
ト　（
11
）井　
ノ

上　
ノ

陵
安-

寧
天
皇
○
在
二
吉-

田-

村
御
䕃
井　
ノ

西-

北　
ノ

丘　
ニ

一
祠-

廟　
ハ
在
二
井　
ノ
東-

南　
ニ

一（
12
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
吉
田
村
の
「
御
䕃
井
」
の
西
北
に
あ
る
は
な
か
け
山
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
り
、（
御
䕃
）

井
の
東
南
に
あ
る
安
寧
山
は
（
安
寧
天
皇
の
）
祠
廟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
れ
ば
わ
か

る
通
り
、【
史
料
Ⅱ
】『
徳
川
実
紀
』
の
記
述
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
内
容
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
故
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
大
和
志
』
の
編
纂
の
過
程
で
は
、
並
河
永
等
に
よ
る
各
地
へ
の
廻
村
を
伴
な
う
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る（
13
）が

、

元
禄
の
修
陵
に
お
い
て
も
奈
良
奉
行
所
は
安
寧
天
皇
陵
が
所
在
す
る
吉
田
村
を
含
め
、
管
轄
内
の
各
陵
墓
へ
の

現
地
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
14
）。

そ
し
て
こ
の
両
者
に
は
、
一
方
が
元
禄
期
の
幕
府
直
轄
の
修
陵
事

業
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
幕
府
の
財
政
的
支
援
を
受
け
た
享
保
期
の
地
誌
の
編
纂
事
業
で
あ
る（
15
）と

い
う
基
本
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的
な
立
脚
点
の
相
違
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
相
違
に
よ
っ
て
両
者
の
安

寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
結
論
が
異
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
だ
け
の
充
分
な
準
備

を
も
た
な
い
。

四 

本
居
宣
長
『
菅
笠
日
記
』（
明
和
九
年
三
月
十
二
日
条
）

　
『
菅
笠
日
記
』
は
、
そ
の
「
こ
と
し
明
ミ
ヤ
ウ

和ワ

の
九
コ
コ
ノ

年ト
セ

と
い
ふ
と
し
。
い
か
な
る
よ
き
年
に
か
あ
る
ら
む
。
よ
き

人
の
よ
く
見
て
。
よ
し
と
い
ひ
お
き
け
る
。
吉
野
の
花
見
に
と
思
ひ
た
つ（
16
）」

と
の
書
き
出
し
に
よ
っ
て
、「
吉

野
紀
行
」
と
も
称
さ
れ
る
。
し
か
し
『
菅
笠
日
記
』
に
お
け
る
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
記
述
の
重
要
性
は
、
決
し

て
「
吉
野
の
花
見
」
に
引
け
を
と
る
も
の
で
は
な
い
。『
菅
笠
日
記
』
は
明
和
九
年
三
月
十
二
日
条
で
安
寧
天

皇
陵
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

【
史
料
Ⅳ
】
本
居
宣
長
『
菅
笠
日
記
』（
明
和
九
年
三
月
十
二
日
条
）

さ
て
吉
田
村
に
て
。
例
の
翁
か
た
ら
ひ
出
て
。
御ミ

陰ホ
ト

井井
ノ

上
ウ
ヘ
ノ

御安寧
天
皇

陵
を
た
づ
ぬ
る
に
。
こ
の
お
き
な
ハ
。
あ
る

が
中
に
も
な
へメ

て
の
御
陵
の
御　
ン

事
を
。
よ
く
し
り
を
り
て
。
こ
ま
か
に
か
た
る
。
近
き
世
に
江
戸
よ
り
。
御

陵
ど
も
た
づ
ね
さ
せ
給
ふ
事
は
じ
ま
り
て
後ノ
チ

。
大
か
た
廿ハ
タ

年ト
セ

ば
か
り
に
一　
ト

度
ハ
。
か
な
ら
ず
か
の
仰
オ
フ
セ
ゴ
ト

事
に
て
。

京
よ
り
そ
の
人
々
あ
ま
た
下ク
ダ

り
き
て
。
そ
の
里
々
に
と
ゞ
ま
り
ゐ
て
。
く
は
し
く
尋
ね
し
た
ゝ
め
つ
ゝ
。
し
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る
し
の
札フ
ダ

た
て
さ
せ
。
め
ぐ
り
に
垣カ
キ

ゆ
は
せ
な　
ン

ど
せ
ら
る
ゝ
事
あ
り
と
な
ん
。
ふ
り
に
し
御ミ

跡
の
う
せ
ゆ
き

な
ん

を
。
か
し
こ
ミ
給
ひ
て
。
さ
ば
か
り
た
づ
ね
奉
り
給
ふ
ハ
。
い
と
も
あ
り
が
た
き
御　
ン

お
き
て
な
る
を
。

下シ
モ

ざ
ま
な
る
人
ど
も
ハ
。
心
も
な
く
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
。
た
ゞ
が
う
け
を
の
ミ
さ
き
に
立タ
テ

つ
ゝ
。
う
ち
ふ

る
ま
ふ
故
に
。
御
陵
の
あ
る
里
ハ
。
こ
と
な
る
民タ
ミ

の
わ
づ
ら
ひ
お
ほ
く
て
。
そ
の
し
る益
し
と
て
ハ
。
つ
ゆ
な

け
れ
バ
。
い
づ
こ
に
も
。
是コ
レ

を
か
ら
き
事
に
し
て
。
た
し
か
に
あ
る
を
も
。

さ
ら
に
か
く
し
て
。
此
里
に

ハ
す
べ
て
さ
る
所
侍
ら
ず
。
と
や
う
に
申　
シ

な
す
た
ぐ
ひ
も
あ
め
り
と
ぞ
。
さ
て
ハ
い
よ
〳
〵
う
づ
も
れ
ゆ
く

め
れ
バ
。
な
か
〳
〵
に
御
陵
の
御　
ン

た
め
に
も
。
い
と
心
う
き
わ
ざ
に
て
。
た
づ
ね
さ
せ
給
ふ
。
本モ
ト

の
御ミ

心
ざ

し
に
も
。
い
た
く
そ
む
け
る
事
な
ら
ず
や
。
い
さ
ゝ
か
に
て
も
。
そ
の
里
に
ハ
け
ぢ
め
を
見
せ
て
。
御　
ン

め
ぐ

み
の
す
ぢ
あ
ら
ん
に
こ
そ
。
民タ
ミ

ど
も
も
悦
ヨ
ロ
コび

て
。
い
よ
〳
〵
や
むン

な
き
物
に
。
守マ
モ

り
奉
る
や
う
ハ
有　
リ

ぬ
べ

き
わ
ざ
な　
ン

め
れ
。
又
か
の
並ナ
ビ

河カ

が
た
づ
ね
奉
り
し
を
り
の
事
を
も
か
た
り
き
。
さ
て
此
里サ
ト

中ナ
カ

の
道
の
ほ
と
り

に
。
御ミ

ほ隂
井

ど
ゐ
と
い
ふ
い
ま
も
あ
り
。
か
た
の

水
も
有
て
。
た
ゞ
よ
の
つ
ね
の
ち
ひ
さ
き
井
也
。
御
陵
ハ
。

此
井
よ
り
一
町
あ
ま
り
い
ぬ
ゐ
の
方
に
て
。
す
な
は
ち
畝ウ
子

火ビ

山
の
西
の
ふ
も
と
に
つ
き
た
る
高
き
岡
に
て
。

松
なン

ど
ま
ば
ら
に
生オ
ヒ

た
り
。
か
し
こ
け
れ
ど
。
の
ぼ
り
て
見
る
に
。
こ
ゝ
に
を
さ
め
奉
り
つ
ら
ん
と
思
は
る
ゝ

所
ハ
。
ま圓ろ
に
大
き
な
る
を丘か
に
て
。
又
そ
の
前マ
ヘ

と
お
ぼ
し
き
方
へ
。
い
と
長
く
つ築き
出イ
ダ

し
た
る
所
あ
り
。

そ
こ
ハ
や
ゝ
さ降が
り
て
。
細ホ
ソ

く
な
ん
あ
る
。
か
の
翁
こ
ゝ
ま
で
あ
な
い
し
き
た
り
て
。
か
た
り
け
る
ハ
。
す

べ
て
い
ず
こ
の
も
。
古　
ヘ

の
み
さ
ゞ
き（
17
）ハ

。
ミ
な
か
う
や
う
に
作
り
し
物
な
る
を
。
岩
屋
な　
ン

ど
の
侍
る
も
あ
る



一
八
六

ハ
。
う
へ
の
土
の
く
づ
れ
落
て
。
な
か
な
る
か
ま
へ
の
あ
ら
は
れ
た
る
也
。
と
か
た
る
を
き
く
に
。
か
の
安ア

倍ベ

の
お
く
な
り
し
岩
屋
の
さ
ま
なン

ど
。
げ
に
と
思
ひ
あ
は
せ
ぬ
。
か
の
口
よ
り
奥オ
ク

へ
や
ゝ
入　
ル

ほ
ど
ハ
。
こ
の

ま
へ
に
長
く
つ築き
た
る
所
也
け
り
。
又
い
づ
れ
に
も
。
む
か
し
ハ
め
ぐ
り
に
か
ら
池ホ
リ

の
有　
リ

つ
る
。
七
十
年
ば

か
り
あ
な
た
迄
ハ
。
こ
れ
に
も
侍
り
し
也
。
と
い
ふ
を
見
る
に
。
今
ハ
め
ぐ
り
ハ
。
畠
ハ
タ
ケ又

ハ
た篁か
む
ら
な　
ン

ど

に
な
り
て
。
さ
る
さ
ま
も
さ
ら
に
見
え
ず
。
此
た
か
む
ら
な
ん
そ
の
な
ご
り
と
。
こ
の
お
き
な
は
い
ひ
け
り
。

御
山
ハ
今
も
ま全た
く
て
。
有　
リ

し
ま
ゝ
と
見
え
た
り
。
そ
も
〳
〵
御
陵
の
御　
ン

事
を
し
も
。
な
ど
か
く
も
の
ぐ
る

ほ
し
き
迄
。
た
づ
ね
ま
ど
ひ
あ
り
き
て
。
く
は
し
う
ハ
書カ
キ

記シ
ル

せ
る
ぞ
と
。
と
ゞ
め
ん
人
も
あ
り
な
め
ど
。
末ス
エ

の
代ヨ

ま
で
。
い
と
〳
〵
あ上が
り
て
の
代ヨ

の
物
の
。
ま
さ
し
く
こ
れ
よ
と
て
の
こ
れ
る
ハ
。
こ
れ
よ
り
外ホ
カ

に
有　
リ

な
ん
や
。
こ
と
に
こ
の
う
ね
び
山
な
る
ど
も
ハ
。
あ
る
が
中
に
も
ふ
る
く
。
そ
れ
と
た
し
か
に
は
た
あ　
ン

な
れ

バ
。
と
し
ご
ろ
こ
ゝ
ろ
に
か
け
つ
ゝ
。
い
か
で
く
は
し
く
。
ま
う
で
ゝ
見
奉
ん
と
。
ゆ
か
し
く
思
ひ
わ
た
り

つ
る
物
を
や
。
さ
れ
ど
い
づ
こ
な
る
も
。
た
ゞ
同
じ
さ
ま
に
て
。
め
づ
ら
し
げ
も
な
く
。
何
の
見
る
め
し
な

き
所
々
な
れ
バ
。
た
ゞ
お
の
が
や
う
に
。
い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
。
世
を
ひ
が
も
の
な
ら
で
ハ
。
わ
ざ
と
た
づ

ね
て
見
ん
物
と
も
思
ふ
ま
じ
け
れ
バ
。
あ
な
あ
ぢ
き
な
の
物
あ
つ
か
ひ
や
と
。
よ世
の
人
の
お
も
ふ
ら
ん
を
。

さ
り
ぬ
べ
き
事
也
か
し（
18
）。
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現
代
文
訳

（
ａ
）
さ
て
吉
田
村
に
着
く
と
例
の
「
翁
」（
こ
れ
以
前
に
訪
れ
た
畝
火
村
で
出
会
っ
た
村
の
「
翁
オ
キ
ナ」）

が
語
り
出

し
た
の
で
、
安
寧
天
皇
御
陰
井
上
陵
の
こ
と
を
探
し
求
め
る
と
、
こ
の
「
お
き
な
」
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

知
っ
て
い
る
な
か
で
も
総
じ
て
「
御
陵
」
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
詳
細
に
語
っ
た
。
近
頃
「
江
戸
」（
幕

府
）
か
ら
（
役
人
た
ち
に
）「
御
陵
ど
も
」
の
巡
回
を
さ
せ
る
こ
と
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
お
よ
そ
二
十
年
に

一
度
は
、
必
ず
あ
の
（
幕
府
か
ら
の
）
ご
命
令
（「
仰
事
」）
に
よ
っ
て
京
都
所
司
代
の
配
下
の
役
人
が
大
勢

下
っ
て
き
て
、（
天
皇
陵
の
あ
る
）
村
々
に
留
ま
っ
て
い
て
、
詳
し
く
尋
ね
て
記
録
を
取
り
、（
そ
こ
が
天
皇

陵
で
あ
る
こ
と
を
記
す
）
標
の
札
を
立
て
さ
せ
、（
天
皇
陵
の
）
周
り
に
垣
を
作
ら
せ
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た

と
い
う
。
年
を
経
た
「
御ミ

跡
」（
こ
こ
で
は
天
皇
陵
の
意
）
が
失
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
（
幕
府
は
）
畏
れ

ら
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
お
尋
ね
に
な
る
の
は
と
て
も
有
難
い
「
公
」
の
御
定
め
で
あ
る
が
、
身
分
の
低
い
人

び
と
は
（
天
皇
陵
を
敬
お
う
と
い
う
）
心
も
な
く
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
た
だ
「
が
う
け
」（
高
家
。
た

だ
し
こ
こ
で
は
名
主
・
庄
屋
・
年
寄
等
）
を
優
先
す
る
だ
け
の
振
る
舞
い
で
は
、
御
陵
の
あ
る
「
里
」
に

（
と
っ
て
）
は
特
別
な
「
民
」
の
煩
い
も
多
く
、
そ
の
「
益
し
る
し」（

た
め
に
な
る
こ
と
）
と
い
っ
て
も
全
く
な
い

の
で
、
ど
こ
（
の
「
里
」）
で
も
こ
の
こ
と
を
辛
い
事
と
考
え
、
確
か
に
（
天
皇
陵
が
）
あ
る
所
で
あ
っ
て

も
、
わ
ざ
わ
ざ
（
天
皇
陵
を
）
隠
し
て
、「
こ
の
『
里
』
に
は
全
く
そ
の
よ
う
な
所
（
天
皇
陵
）
は
な
い
」
と

い
う
よ
う
に
敢
え
て
言
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
ｂ
）
そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
ま
す
ま
す
（
天
皇
陵
は
）
埋
没
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
か
え
っ
て

「
御
陵
」
の
た
め
に
も
と
て
も
良
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、（
天
皇
陵
へ
の
）
巡
回
の
本
来
の
志
に
も
甚
だ
し
く

背
く
事
で
は
な
い
の
か
。

（
ｃ
）
少
し
で
あ
っ
て
も
（
天
皇
陵
が
あ
る
）
そ
の
「
里
」
に
は
差
を
つ
け
て
、（
幕
府
か
ら
の
）
お
恵
み
を
頂

戴
す
る
道
理
を
立
て
て
こ
そ
、「
民
」
ど
も
も
喜
ん
で
ま
す
ま
す
（
天
皇
陵
を
）
尊
い
も
の
と
し
て
お
守
り
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
ｄ
）
ま
た
（「
翁
」
は
、）
あ
の
（『
大
和
志
』
の
編
者
で
あ
る
）
並
河
永
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
も
語
っ

た
。

（
ｅ
）
さ
て
こ
の
（
吉
田
）
村
（「
里
中
」）
の
道
の
傍
に
「
御ミ

隂
井
」（「
御
ほ
ど
ゐ
」）（
と
い
う
井
戸
）
が
今
も

あ
る
。
ど
の
井
戸
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
水
も
あ
り
、
た
だ
の
普
通
の
小
さ
い
「
井
」（
井
戸
）
で
あ
る
。

（
ｆ
）（
安
寧
天
皇
の
）「
御
陵
」
は
、
こ
の
「
井
」
か
ら
一
町
余
り
西
北
の
方
に
あ
る
。
つ
ま
り
畝
火
山
の
西
の

麓
に
築
い
た
高
い
岡
で
、
松
等
が
ま
ば
ら
に
生
え
て
い
る
。

（
ｇ
）
恐
れ
多
い
こ
と
で
あ
る
が
（
安
寧
天
皇
陵
に
）
登
っ
て
み
る
と
、（
安
寧
天
皇
の
遺
骸
が
）
納
め
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
所
は
、
円
く
大
き
な
「
丘
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
前
」
と
思
わ
れ
る
方
へ
と
て
も
長
く

築
き
出
し
た
所
が
あ
る
。
そ
こ
は
少
し
降さ
が

っ
て
い
て
細
く
な
っ
て
い
る
。

（
ｈ
）
か
の
「
翁
」
が
こ
こ
ま
で
案
内
し
て
き
て
語
る
に
は
、「
総
て
ど
こ
（
の
天
皇
陵
）
も
古
い
時
代
の
「
み
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さ
ゞ
き
」（
天
皇
陵
）
は
皆
こ
の
よ
う
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
岩
屋
」（
こ
こ
で
は
、
天
皇
陵
・
古
墳
の

地
中
に
あ
る
石
に
よ
る
構
築
物
）
等
が
あ
る
も
の
も
あ
る
の
は
、
上
の
土
が
崩
れ
落
ち
て
内
部
の
構
え
（
構

造
）
が
顕
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
語
る
の
を
聞
く
と
、
あ
の
安
倍
の
奥
の
岩
屋
の
様
子
な
ど
を
い
か
に
も
と

思
い
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
の
口
か
ら
奥
へ
少
し
入
る
と
、
こ
の
前
の
方
に
長
く
築
い
た
所
で
あ
る
。

（
ｉ
）（
ま
た
「
翁
」
が
、）「
ど
ち
ら
に
も
、
昔
は
周
り
に
「
か
ら
池ホ
リ

」
が
あ
っ
た
。
七
十
年
位
前
ま
で
は
こ
こ

に
も
（「
か
ら
池ホ
リ

」
は
）
あ
っ
た
」
と
い
う
の
を
見
る
と
、
今
で
は
（「
か
ら
池ホ
リ

」
の
）
周
り
は
、
畠
か
篁
（
た

か
む
ら
。
竹
藪
）
等
に
な
っ
て
（
い
て
）、
そ
の
よ
う
な
様
子
も
全
く
見
え
な
い
。「
こ
の
篁
は
そ
の
名
残
り

で
あ
る
」
と
こ
の
「
翁
」
は
言
っ
た
。「
御
山
」
は
今
で
も
欠
け
る
所
は
な
く
、
昔
の
ま
ま
で
あ
る
と
見
え

た
。

（
ｊ
）
そ
も
そ
も
御
陵
の
こ
と
に
限
っ
て
、
な
ぜ
狂
っ
た
よ
う
に
（
あ
ち
こ
ち
へ
と
）
尋
ね
歩
い
て
詳
し
く
書
く

の
か
と
、（
こ
ん
な
こ
と
を
私
に
）
止
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、（
こ
の
）
末
の
世
ま

で
、
と
て
も
古
い
時
代
か
ら
（
今
ま
で
）
間
違
い
が
な
い
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
よ
り
他
に
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
こ
の
畝
火
山
や
そ
の
周
辺
の
山
々
は
（
山
の
）
中
で
も
古
く
、
確
か
に
同
様
に
信
頼

で
き
る
も
の
と
聞
く
の
で
、
長
年
の
間
心
に
か
け
て
い
て
、
ど
う
し
て
（
そ
の
よ
う
な
御
陵
を
）
詳
し
く
（
見

よ
う
と
）
詣
で
て
拝
見
し
よ
う
と
、
心
惹
か
れ
て
ず
っ
と
思
い
続
け
て
い
る
も
の
を
（
見
な
い
で
い
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
）。
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（
ｋ
）
し
か
し
ど
こ
（
の
御
陵
）
で
あ
っ
て
も
ひ
た
す
ら
同
じ
よ
う
な
様
子
で
、
珍
し
い
こ
と
も
な
く
何
も
見
る

べ
き
も
の
も
な
い
所
ば
か
り
で
あ
り
、
た
だ
私
（
宣
長
）
の
よ
う
に
、
昔
を
忍
ぶ
（
ば
か
り
の
）
世
間
に
背

を
向
け
た
者
で
な
く
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
尋
ね
て
み
よ
う
と
は
思
い
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
な
ん
と
つ
ま

ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
こ
と
か
と
世
間
の
人
び
と
は
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、（
私
に
は
）
相
応
し
い
こ
と
で

は
な
い
か
。

　

以
下
、
右
の
『
菅
笠
日
記
』
の
引
用
か
ら
何
点
か
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
現
代
文
訳
の
（
ａ
）・（
ｄ
）・（
ｈ
）・（
ｉ
）
に
み
え
る
「
翁
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
「
翁
」
は

総
て
同
一
人
物
で
あ
り
、
し
か
も
同
日
条
の
右
の
引
用
に
先
立
つ
部
分
で
す
で
に
登
場
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

本
居
宣
長
一
行
が
吉
田
村
の
前
に
訪
れ
て
い
た
畝
火
村
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
そ
の
「
翁
」
は
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
村
の
「
翁
オ
キ
ナ」

と
さ
れ
て
い
て
、
次
に
み
る
通
り
本
居
宣
長
に

よ
る
二
つ
の
問
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
て
い
る
。

　

そ
の
問
の
ひ
と
つ
目
は
、
畝
火
山
の
東
南
の
麓
の
畝
火
村
へ
の
入
口
の
所
の
半
町
許
り
右
の
方
に
あ
る
「
ち

ひ
さ
き
森
」
の
中
に
「
社
」
が
あ
る
所
が
第
四
代
懿
徳
天
皇
の
御
陵
だ
と
い
う
が
、
そ
こ
は
畝
火
山
の
南
で
あ

り
（『
古
事
記
』
に
）
懿
徳
天
皇
陵
に
つ
い
て
「
ま
な
ご
の
谷
の
上ウ
ヘ

」
と
あ
る
の
に
合
わ
ず
、
ま
た
（
そ
こ
が
）

「
御
陵
」
の
様
子
に
も
見
え
ず
ど
こ
か
ら
み
て
も
疑
わ
し
い
と
詳
し
く
尋
ね
ら
れ
た
の
に
対
し
、
村
の
「
翁
」
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は
「
げ
に
さ
る
事
な
れ
ど
。
ま
こ
と
み
さ
ゞ
き
は
。
さ
だ
か
に
し
れ
ざ
る
故
に
。
今
は
か
の
森
を
さ
申
す
な

り
」（
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
真
実
の
「
御
陵
」〔
懿
徳
天
皇
陵
〕
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
今

は
あ
の
森
〔
宣
長
の
い
う
「
ち
ひ
さ
き
森
」〕
を
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
）（
カ
ッ
コ
内
は
こ
の
条
で
は
現
代

文
訳
。
以
下
同
）
と
答
え
、
二
つ
目
の
問
は
、
神
武
天
皇
の
都
で
あ
る
「
か
し
ば
ら
」（
橿
原
）
と
い
う
宮
の

跡
の
「
名
」（
地
名
）
は
こ
の
辺
り
に
（
残
っ
て
い
）
な
い
か
と
い
う
の
に
対
し
て
、
村
の
「
翁
」
は
「
さ
い

ふ
村
は
。
こ
れ
よ
り
一
里
あ
ま
り
に
し
み
な
み
の
方
に
こ
そ
侍
れ
。
こ
の
ち
か
き
所
に
は
き
ゝ
侍
ら
ず
」（
そ

う
い
う
村
は
、
こ
こ
か
ら
一
里
余
り
西
南
の
方
に
あ
る
。
こ
の
近
く
に
は
聞
か
な
い
）
と
答
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
こ
の
「
翁
」
は
畝
火
村
の
在
住
で
あ
っ
て
、「
村
長
」
な
ど
で
は
な
い
に
は
し
て
も
周
囲
か

ら
「
翁
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
者
と
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、『
菅
笠
日
記
』
同
日
条
の
吉
田
村
で
の
安
寧
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
本
居
宣
長
と
こ
の
「
翁
」

と
の
受
け
答
え
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
本
居
宣
長
に
も
「
翁
」
に
も
、
安
寧
天
皇

陵
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
当
初
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
人
は
、「
此
井
」

す
な
わ
ち
「
御
陰
井
」
の
「
一
町
あ
ま
り
い
ぬ
ゐ
（
西
北
）
の
方
」
に
存
す
る
「
畝ウ
ネ

火ビ

山
の
西
の
ふ
も
と
に
つ

き
た
る
高
き
岡
」
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
に
確
信
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
は
「
御
陰

井
」
の
「
一
町
あ
ま
り
い
ぬ
ゐ
（
西
北
）
の
方
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
み
る
安
寧
天
皇
陵
は
、【
史

料
Ⅰ
】「
覚
」
が
「
右
ノ
他
ニ
」
と
し
て
載
せ
る
「
は
な
か
け
山
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



一
九
二

　

そ
し
て
『
菅
笠
日
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
は
な
か
け
山
」（
安
寧
天
皇
陵
）
は
「
高
き
岡
」
で
、

「
松
な　
ン

ど
」
が
「
ま
ば
ら
」
に
生
え
て
お
り
、
そ
し
て
本
居
宣
長
と
「
翁
」
は
そ
の
「
は
な
か
け
山
」
に
入
り
、

安
寧
天
皇
の
遺
骸
を
納
め
た
と
思
わ
れ
る
所
は
「
ま圓ろ
に
大
き
な
る
を丘か
」
で
あ
り
、
か
つ
「
前マ
ヘ

と
お
ぼ
し
き

方
」
に
は
「
い
と
長
く
つ築き
出イ
ダ

し
た
る
所
」
が
あ
り
、
そ
こ
が
「
や
ゝ
さ
が降
り
て
。
細
く
な
ん
あ
る
」
こ
と
を

見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
翁
」
は
、「
す
べ
て
い
ず
こ
の
も
。
古　
ヘ

の
み
さ
ゞ
き
は
。
み
な
か
う
や
う

に
作
り
し
物
な
る
を
岩
屋
な　
ン

ど
の
侍
る
も
あ
る
は
。
う
へ
の
土
の
く
づ
れ
落
て
。
な
か
な
る
か
ま
へ
の
あ
ら
は

れ
た
る
也
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
「
岩
屋
」
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
、「
か
の
安ア

倍ベ

の
お
く
な
り
し
岩
屋
の

さ
ま
な
なン

ど
。
げ
に
と
思
ひ
あ
は
せ
ぬ
。
か
の
口
よ
り
奥オ
ク

へ
や
ゝ
入　
ル

ほ
ど
は
。
こ
の
ま
へ
に
長
く
つ築き
た
る
所

也
け
り
」
と
し
、『
菅
笠
日
記
』
の
三
月
十
一
日
条
に
み
え
る
岡
村
の
「
文
殊
」（
安
倍
文
殊
院
）
に
あ
る
二
箇

所
の
「
岩
屋
」（
国
指
定
特
別
史
跡
文
殊
院
西
古
墳
と
奈
良
県
指
定
史
跡
文
殊
院
東
古
墳
〔
閼あ

伽か

井い

古
墳
〕）（
桜

井
市
阿
部
）
を
訪
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た（
19
）、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
「
翁
」
は
、「
か
ら
池ホ
リ

」、
つ
ま
り
周
濠
が
干
上
が
っ
た
跡
に
つ
い
て
「
い
ず
れ
に
も
。
む
か
し
は

め
ぐ
り
に
か
ら
池ホ
リ

の
有　
リ

つ
る
。
七
十
年
ば
か
り
あ
な
た
迄
は
。
こ
れ
に
も
侍
り
し
也
」
と
、
七
十
年
前
以
降
の

周
濠
の
変
遷
を
語
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
「
今
は
め
ぐ
り
は
。
畠
ハ
タ
ケ又

は
た篁か
む
ら
な　
ン

ど
に
な
り
て
。

さ
る
さ
ま
も
さ
ら
に
見
え
ず
」
と
自
身
に
よ
る
「
か
ら
池ホ
リ

」
の
観
察
の
結
果
を
述
べ
、「
翁
」
は
こ
れ
に
「
此

た
か
む
ら
な
ん
そ
の
な
ご
り
」
と
答
え
た
。
そ
し
て
こ
の
「
は
な
か
け
山
」
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
、「
御
山
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は
今
も
ま全た
く
て
。
有　
リ

し
ま
ゝ
と
見
え
た
り
」
と
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
本
居
宣
長
が
「
翁
」
の
助
力
を
得
て

完
成
し
た
、「
は
な
か
け
山
」
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
す
で

に
み
た
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
や
【
史
料
Ⅱ
】『
徳
川
実
紀
』
と
は
異
な
る
場
所
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五 

津
川
長
道
『
卯
花
日
記
』（
文
政
十
二
年
四
月
二
十
二
日
条
）

　
『
卯
花
日
記
』
と
そ
の
著
者
津
川
長
道
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
「『
卯
花
日
記
』（
文
政
十
二
年
）
に
み

る
神
武
天
皇
陵
の
探
索
―
「
塚
根
山
」
と
「
白
か
し
尾
」
―
」（
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
日
本
常
民

文
化
紀
要
』
第
三
十
九
輯
、
令
和
七
年
三
月
）
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

　

さ
て
、『
卯
花
日
記
』
の
安
寧
天
皇
陵
に
関
す
る
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
史
料
Ⅴ
】『
卯
花
日
記
』（
文
政
十
二
年
四
月
二
十
二
日
条
）

大
谷
村
を
す
き
吉
田
村
に
到
る
此
里
に
安
寧
天
皇
の
御
陵
あ
れ
ハ
御
隂
井
ハ
い
づ
く
の
ほ
と
ゝ
尋
ね
し
に
此

里
の
道
場
安
寧
寺
と
い
へ
る
さ
ゝ
や
か
な
る
寺
の
前
民
家
の
か
ど
に
あ
り
小
さ
井
な
り
し
か
し
此
井
の
水
き

よ
く
あ
ま
く
し
て
ひ
で
り
に
も
つ
き
ざ
る
名
水
な
り
と
ぞ
此
井
よ
り
一
町
は
か
り
い
ぬ
い
の
方
へ
ゆ
き
て
小

高
き
山
あ
り
上
に
祠
あ
り
此
山
の
下
に
少
し
ひ
き
ゝ
所
あ
り
て
此
山
を
め
く
れ
り
此
な
ん
池
の
跡
と
み
ゆ
る
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に
今
ハ
水
あ
ゼ
て
竹
む
ら
と
な
り
た
り
か
し
こ
け
れ
ど
あ
か
り
て
見
る
に
北
の
方
に
小
高
き
所
あ
り
則
畝
火

山
の
づ（
つ
ゞ
）ゝき

也
此
御
陵
ハ
南
を
お
も
て
と
し
北
を
上
と
セ
り
此
な
ん
安
寧
天
皇
の
御
陵
に
疑
な
し
か
く
て
祠

に
ぬ
か
つ
き
て
此
所
を
下
り
ぬ
る
に
里
人
の
曰
安
寧
天
皇
の
御
は
此
所
に
ハ
あ
ら
す
村
の
東
南
に
鳥
居
有
て

御
祠
有
と
い
ふ
に
い
ぶ
か
し
く
よ
く
も
と
ひ
ぬ
る
に
里
人
の
曰
公
よ
り
の
し
る
し
の
札
を
た
て
ら
れ
た
る
ハ

東
南
の
宮
居
也
此
処
と
い
ふ
ハ
た
か
へ
り
と
い
よ
〳
〵
い
ぶ
か
し
く
て
村
長
方
に
尋
ね
行
て
よ
く
も
と
ひ
ぬ

る
に
村
長
の
翁
字
卯
兵
衛
古
記
文
書
数
通
を
と
り
い
で
ゝ
見
セ
ら
る
ゝ
元
禄
十
年
丁
丑
の
年
の
公
文
ニ
ハ
字

ハ
ハ
ナ
カ
ケ
山
村
よ
り
乾
ニ
あ
た
り
御
隂
井
の
上
に
有
と
し
る
さ
れ
た
り
こ
は
元
禄
の
時
江
戸
ゟ
仰
言
あ
り

て
世
々
の
す
べ
ら
き
の
御
陵
を
尋
さ
セ
給
ふ
事
は
し
ま
り
て
其
所
ハ
垣
結
ま
わ
し
し
る
し
の
札
と
て
さ
セ
給

ふ
て
御
の
上
へ
あ
が
り
牛
か
ひ
草
か
り
木
を
き
る
事
を
い
ま
し
め
給
ふ
時
の
公
文
也
け
に
あ
り
か
た
き
制
度

也
け
り
其
後
大
か
た
廿
年
は
か
り
に
一
度
か
な
ら
ず
仰
事
に
て
京
よ
り
そ
の
人
々
あ
ま
た
下
り
き
て
そ
の
里
々

に
と
ゝ
ま
り
て
御
改
め
あ
る
事
に
て
今
も
か
は
る
事
な
し
と
ぞ
又
享
保
十
七
子
年
五
月
十
九
日
の
文
書
ニ
ハ

村
よ
り
辰
巳
と
か
ゝ
れ
た
り
翁
の
曰
是
ハ
む
か
し
ハ
御
隂
井
の
北
な
り
し
に
享
保
の
比
宮
を
今
の
地
に
う
つ

す
こ
と
有
し
に
其
時
の
御
あ
ら
た
め
人
の
か
き
か
へ
と
の
給
ふ
也
と
古
き
人
の
申
つ
た
へ
侍
る
也
と
ま
た
近

き
比
文
化
四
年
卯
の
年
八
月
の
文
書
ニ
も
今
の
宮
居
の
所
と
か
ゝ
れ
た
り
か
ゝ
る

よ
り
物
の
た
が
ひ
ゆ
く

さ
ま
い
と
も
く
ち
を
し
き
こ
と
に
て
な
げ
か
は
し
き
事
云
ば
か
り
な
し（
20
）
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現
代
文
訳

（
ａ
）
大
谷
村
を
過
ぎ
て
吉
田
村
に
着
い
た
。

（
ｂ
）
こ
の
里
に
安
寧
天
皇
の
御
陵
が
あ
る
の
で
、（
そ
ば
に
あ
る
と
い
う
）
御
隂
井
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
尋

ね
る
と
、「
こ
の
里
の
「
道
場
」（
寺
院
）
の
安
寧
寺
と
い
う
小
さ
な
寺
の
前
の
曲
り
角
に
あ
る
。
小
さ
な
井

戸
で
あ
る
が
こ
の
井
戸
の
水
は
澄
ん
で
甘
く
、
日
照
り
で
も
枯
れ
な
い
名
水
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。

（
ｃ
）
こ
の
井
戸
か
ら
一
町
ば
か
り
西
北
の
方
に
行
く
と
小
高
い
山
が
あ
っ
て
、（
山
の
）「
上
」
に
祠
が
あ
る
。

（
ｄ
）
こ
の
山
の
下
に
少
し
低
い
所
が
あ
り
、（
そ
れ
が
）
こ
の
山
を
巡
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
池
の
跡
と
思

わ
れ
る
が
、
今
で
は
水
が
涸
れ
て
竹
む
ら
（「
竹
藪
」）
と
な
っ
て
い
る
。

（
ｅ
）
恐
れ
多
い
こ
と
で
あ
る
が
（
安
寧
天
皇
陵
の
上
に
）
登
っ
て
見
る
と
、
北
の
方
に
少
し
高
い
所
が
あ
る
。

つ
ま
り
（
そ
こ
は
）
畝
火
山
の
延
長
な
の
で
あ
る
。

（
ｆ
）
こ
の
御
陵
（
安
寧
天
皇
陵
）
は
、
南
を
「
お
も
て
」（
正
面
と
の
意
か
）
と
し
北
を
「
上
」（
こ
こ
で
は
高

い
所
と
の
意
か
）
と
す
る
。

（
ｇ
）
こ
こ
こ
そ
が
安
寧
天
皇
陵
に
疑
い
な
い
。

（
ｈ
）
こ
う
し
て
「
祠
」
に
額
づ
い
て
こ
こ
を
下
り
る
と
、「
里
人
」
が
言
う
に
は
「
安
寧
天
皇
の
御
陵
は
こ
こ

で
は
な
い
。（
吉
田
）
村
の
東
南
に
鳥
居
が
あ
っ
て
「
御
祠
」
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
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も
っ
と
知
り
た
く
思
っ
て
よ
く
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
）
訊
ね
る
と
、（
そ
の
）「
里
人
」
が
言
う
に
は
「「
公
」

（
役
人
）
に
よ
る
（
こ
こ
が
安
寧
天
皇
陵
だ
と
い
う
）「
し
る
し
の
札
」（
高
札
）
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、（
吉

田
村
の
）
東
南
の
「
宮
居
」（
神
社
）
で
あ
る
。
こ
こ
（
津
川
長
道
が
安
寧
天
皇
陵
と
し
て
疑
わ
な
か
っ
た

所
。
は
な
か
け
山
）
を
（
安
寧
天
皇
陵
と
）
い
う
の
は
違
う
」
と
（
言
っ
た
）。

（
ｉ
）
ま
す
ま
す
も
っ
と
聞
き
た
く
な
っ
て
「
村
長
」
方
を
尋
ね
て
行
っ
て
よ
く
問
う
と
、「
村
長
」
の
「
翁
」

の
卯
兵
衛
が
「
古
記
文
書
数
通
」
を
取
り
出
し
て
見
せ
て
く
れ
た
。

（
ｊ
）
元
禄
十
年
丁
丑
の
年
の
「
公
文
」（
公
文
書
）
に
は
、「（
安
寧
天
皇
陵
は
）
字
は
「
ハ
ナ
カ
ケ
山
」
で
（
吉

田
）
村
か
ら
西
北
に
当
り
、
御
隂
井
の
北
（「
上
」）
に
有
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
元
禄
の
頃
に

江
戸
（
幕
府
）
か
ら
ご
命
令
が
あ
り
代
々
の
天
皇
の
御
陵
を
お
探
し
に
な
ら
れ
る
事
が
始
ま
り
、
そ
こ
は
垣

を
巡
ら
せ
て
「
し
る
し
の
札
」
と
な
さ
っ
て
、（
民
が
）
御
陵
の
上
に
あ
が
り
牛
を
飼
い
草
を
刈
り
木
を
伐
る

こ
と
を
戒
め
ら
れ
る
際
の
「
公
文
」
で
あ
る
。
本
当
に
有
難
い
制
度
で
あ
っ
た
。

（
ｋ
）
そ
の
後
は
お
よ
そ
二
十
年
に
一
度
は
必
ず
ご
命
令
で
京
よ
り
そ
の
（
関
連
の
）
多
く
の
人
た
ち
が
大
勢

下
っ
て
来
て
（
天
皇
陵
が
あ
る
）「
里
々
」（
村
々
）
に
留
ま
っ
て
お
調
べ
が
あ
る
こ
と
で
、
今
で
も
（
そ
れ

は
）
か
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
ｌ
）
ま
た
享
保
十
七
年
五
月
十
九
日
の
「
文
書
」
に
は
、「（
吉
田
）
村
か
ら
は
東
南
（
に
安
寧
天
皇
陵
は
あ

る
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
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（
ｍ
）（
村
長
の
）「
翁
」（
卯
兵
衛
）
は
、「
こ
れ
は
昔
は
（
安
寧
天
皇
陵
は
）
御
隂
井
の
北
に
あ
っ
た
が
、
享
保

の
頃
に
「
宮
」（
神
社
）
を
「
今
の
地
」（
吉
田
村
の
東
南
の
神
社
の
あ
る
地
）
に
移
し
た
の
で
、
そ
の
頃
の

（
天
皇
陵
の
）
御
改
め
の
役
人
が
書
き
換
え
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
と
昔
の
人
が
申
し
伝
え
て
い
る
」
と

（
い
う
）。

（
ｎ
）
ま
た
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
化
四
年
卯
八
月
の
「
文
書
」
に
も
、「
今
の
宮
居
（
神
社
）
の
所
（
が

安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
ｏ
）
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
物
事
が
（
本
来
あ
る
べ
き
姿
と
は
）
違
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
様
子
（
を
見
る
こ

と
）
は
た
い
そ
う
残
念
で
あ
り
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と
は
言
い
表
し
よ
う
が
な
い
。

　

ま
ず
津
川
長
道
は
御
隂
井
に
赴
き
、
そ
こ
か
ら
一
町
ば
か
り
西
北
の
方
へ
行
き
、「
上
に
祠
」
が
あ
る
「
小

高
き
山
」（
は
な
か
け
山
）
を
観
察
し
、
そ
こ
を
安
寧
天
皇
陵
に
「
疑
な
し
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
津
川
長
道

は
御
隂
井
か
ら
「
一
町
は
か
り
い
ぬ
い
（
西
北
）
の
方
」
に
安
寧
天
皇
陵
が
あ
る
と
い
う
知
識
が
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
御
隂
井
を
訪
れ
そ
こ
か
ら
西
北
に
向
か
っ
て
安
寧
天
皇
陵
に
着
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
の
「
小
高
き
山
」（
は
な
か
け
山
）
に
着
い
た
津
川
長
道
は
、
早
速
そ
の
「
小
高
き
山
」
の
観
察
を

始
め
た
。
つ
ま
り
、「
山
」
の
「
上
」
に
「
祠
」
が
あ
り
、
そ
し
て
「
山
」
の
「
下
」
に
は
「
少
し
ひ
き
ゝ
所
」

が
あ
っ
て
そ
れ
が
「
山
」
を
め
ぐ
っ
て
い
て
、
か
つ
て
は
そ
こ
は
「
池
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が



一
九
八

「
今
」
で
は
「
水
」
が
涸
れ
て
「
竹
む
ら
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
そ
こ
が
元
は
水
を
湛
え
た
周

濠
で
あ
っ
た
こ
と
の
津
川
長
道
な
り
の
証
明
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
こ
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
の
証
明
の

一
部
と
な
る
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
右
の
『
卯
花
日
記
』
か
ら
の
引
用
中
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
こ
こ
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
の
続
き

に
み
え
る
、「
里
人
」
に
よ
る
「
安
寧
天
皇
の
御
（
陵
）
は
此
所
に
ハ
あ
ら
ず
、（
吉
田
）
村
の
東
南
に
鳥
居
有

て
御
祠
有
」
と
の
言
と
、
そ
れ
に
続
く
「（
吉
田
村
の
）「
村
長
の
翁
字
卯
兵
衛
」
に
よ
る
安
寧
天
皇
陵
の
変
更

に
つ
い
て
の
文
書
を
も
ち
い
た
説
明
と
、
そ
れ
を
聞
い
て
の
津
川
長
道
に
よ
る
慨
嘆
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
安
寧
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
経
緯
の
中
で
も
、
は
な
か
け
山
か
ら
降
り
て
き
た
津
川
長
道
が
、
た
ま
た
ま
出

会
っ
た
「
里
人
」
に
、「
安
寧
天
皇
の
御
（
陵
）
は
此
所
に
ハ
あ
ら
ず
、（
吉
田
）
村
の
東
南
に
鳥
居
有
で
御
祠

有
」
と
話
し
か
け
ら
れ
た
際
の
驚
愕
は
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
早
速
「
村
長
」（「
卯
兵
衛
」）
宅
に
赴
い
て

説
明
を
受
け
た
の
は
右
に
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
安
寧
天
皇
陵
の
変
更
に
関
わ
る
部
分
の
要
旨

を
改
め
て
箇
条
書
き
に
す
る
。

㋐
元
禄
十
年
の
「
公
文
」
は
、
安
寧
天
皇
陵
は
字
「
ハ
ナ
カ
ケ
山
」
に
あ
り
、
吉
田
村
か
ら
は
西
北
に
あ
た
り
、

御
陰
井
か
ら
は
北
に
あ
た
る
と
す
る
。

㋑
享
保
十
七
年
五
月
十
九
日
の
「
文
書
」
は
、
安
寧
天
皇
陵
は
（
吉
田
）
村
か
ら
東
南
に
あ
る
と
す
る
。
こ
の
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こ
と
は
、
か
つ
て
は
安
寧
天
皇
陵
は
御
隂
井
の
北
に
あ
っ
た
（
は
な
か
け
山
）
が
、
享
保
の
頃
に
「
宮
」
を

今
吉
田
村
の
東
南
の
神
社
の
あ
る
地
（
安
寧
山
）
に
移
し
た
の
で
、
当
時
の
天
皇
陵
の
改
め
の
役
人
が
書
き

換
え
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
、
昔
の
人
が
申
し
伝
え
て
い
る
と
す
る
。

㋒
文
化
四
年
八
月
の
「
文
書
」
に
も
、
今
神
社
が
あ
る
所
（
安
寧
山
）
が
安
寧
天
皇
陵
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
、
本
稿
で
す
で
に
取
り
上
げ
た
史
料
と
の
明
ら
か
な
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
最
た

る
も
の
は
㋐
に
み
え
る
元
禄
十
年
の
「
公
文
」
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
元
禄
の
修
陵
で
安
寧
天
皇
陵
と
さ

れ
た
の
は
「
は
な
か
け
山
」
で
あ
っ
た
、
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、【
史
料
Ⅱ
】『
徳
川
実

紀
』
が
示
す
安
寧
天
皇
陵
は
安
寧
山
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
其
所
ハ
垣
結
ま
わ
し
し
る
し
の
札
と
て
さ
セ
給
ふ
て
御
（
陵
）
の
上
へ
あ
が
り
牛
か
ひ
草
か
り
木

を
き
る
事
を
い
ま
し
め
給
ふ
時
の
公
文
也
」
と
い
う
の
は
、
天
皇
陵
と
さ
れ
た
地
は
生
産
の
場
と
し
て
は
用
い

ら
れ
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
十
一
吉
田
村
の
地
方
文
書
よ
り
」
で
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
る
。
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六 

北
浦
定
政
『
打
墨
縄
大
和
國
部
』（
嘉
永
元
年
六
月
）

　

北
浦
定
政
（
儀
助
）
は
城
和
奉
行
所
の
号
を
鍵
屋
と
す
る
掛
け
屋
（
藩
へ
の
上
納
米
を
管
理
・
売
却
し
、
ま

た
そ
の
代
金
を
預
り
ま
た
支
出
す
る
業
）
の
子
と
し
て
文
化
十
四
年
に
生
れ
、
十
五
歳
で
津
藩
古
市
奉
行
所
に

出
仕
し
た
。
そ
の
後
嘉
永
元
年
に
三
十
二
歳
で
『
打
墨
縄
大
和
國
部
』
を
著
し
、
文
久
三
年
に
同
藩
士
と
な
り

文
久
の
修
陵
に
携
わ
る
に
至
っ
た（
21
）。

【
史
料
Ⅵ
】
北
浦
定
政
『
打
墨
縄
大
和
國
部
』（
嘉
永
元
年
六
月
）

安
寧
ヽ
式
畝
傍
山
西
南
御
蔭
井
上
陵
畝
傍
山
の
西
南
吉
田
村
の
西
北
に
あ
り
字
あ
ね
山
と
よ
ふ
ア
子
山
の
御
名

安
寧
ノ
訛
ナ
リ
上

に
安
寧
社
あ
り
て
上
古
の
陵
製
に
叶
へ
り
▲
吉
田
村
ノ
東
南
ニ
モ
安
寧
陵
ト
云
ア

リ
テ
上
ニ
社
ア
リ
ソ
ハ
山
陵
ノ
形
ナ
シ

（
註
）「
▲
山
陵
之
内
紛
シ
キ
分
」（「
▲
」
印
は
、「
山
陵
」
の
内
で
も
信
頼
度
が
劣
る
、
の
意
）

〔
現
代
文
訳
〕

（
ａ
）
安
寧
（
天
皇
陵
）〔（
延
喜
）
式
、
畝
傍
山
西
南
御
蔭
井
上
陵
〕（
は
、）
畝
傍
山
の
西
南
の
吉
田
村
の
西
北

に
あ
る
。

（
ｂ
）「
字
あ
ね
山
」
と
よ
ぶ
。〔
あ
ね
山
の
御
名
は
安
寧
の
訛
で
あ
る
〕（
そ
の
山
）
上
に
「
安
寧
社
」
が
あ
り
、

「
上
古
」
の
陵
墓
の
制
度
に
叶
っ
て
い
る
。
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（
ｃ
）
吉
田
村
の
東
南
に
も
安
寧
（
天
皇
）
陵
と
い
う
も
の
が
あ
り
、（
山
）
頂
に
社
が
あ
る
が
、（
そ
れ
は
）
山

陵
と
し
て
の
形
は
し
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
二
点
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
吉
田
村
の
「
西
北
」
に
あ
る
、
つ
ま
り
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
は
な
か
け
山
」
を
安
寧
天
皇

陵
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
場
所
を
「
字
あ
ね
山
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
吉
田
村

に
お
け
る
「
あ
ね
山
」
と
は
、
吉
田
村
の
東
南
に
存
す
る
【
史
料
Ⅰ
】
の
い
う
「
安
寧
山
」
の
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
北
浦
定
政
が
初
め
て
言
い
出
し
た
こ
と
な
の
か
ど
う
か
。
こ
こ
で
は
そ

れ
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
い
に
驚
愕
す
べ
き
事
柄
な
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
次
に
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
安
寧
山
」
に
つ
い
て
、
北
浦
定
政
が
「
上
ニ
社
ア
リ
」
と
し
つ

つ
も
「
山
陵
ノ
形
ナ
シ
」
と
し
て
「
▲
山
陵
之
内
紛
シ
キ
分
」
の
内
に
含
め
、
か
つ
こ
の
こ
と
の
前
提
と
し

て
、
そ
の
よ
う
な
「
紛
シ
キ
分
」
と
の
範
疇
を
こ
こ
に
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
【
史
料
Ⅵ
】『
打
墨

縄
大
和
國
部
』
の
「
畝
火
山
」
周
辺
の
図
か
ら
、「
▲
山
陵
之
内
紛
シ
キ
分
」
の
内
安
寧
天
皇
陵
以
外
を
挙
げ

る
と
、「
字
ツ
カ
山
」（
塚
山
。
現
在
の
綏
靖
天
皇
陵
）
の
「
▲
神
武
陵（
22
）」、「

字
主
膳
」（
ス
イ
セ
ン
塚
。
現
在

橿
原
市
史
蹟
）
の
「
▲
綏
靖
陵
」、
そ
し
て
「
▲
畝
火
山
ノ
東
ニ
懿
徳
陵
ト
云
ア
リ
テ
上
ニ
社
ア
リ
ソ
ハ
山
陵

ノ
カ
タ
チ
ナ
シ
又
畝
火
山
ノ
南
マ
ナ
コ
谷
ト
ア
ル
地
名
ニ
モ
カ
ナ
ハ
ス
」
と
す
る
「
▲
懿
徳
陵
」
が
あ
る
。
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七 

津
久
井
清
影
『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』（
嘉
永
七
年
正
月
）

　
『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』
に
も
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
津
久
井
清
影
と
し
た
が
、
そ

れ
は
天
皇
陵
研
究
の
際
に
そ
の
よ
う
に
名
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
言
わ
ば
本
職
の
京
都
町
奉
行
与
力
と
し
て

は
平
塚
飄
斎
と
さ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
天
皇
陵
関
係
の
著
作
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
津
久
井

清
影
と
す
る（
23
）。

【
史
料
Ⅶ
】
津
久
井
清
影
『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』（
嘉
永
七
年
正
月
）

　

畝
傍
山
西
南
御ミ

䕃ホ
ト

井
上　
ノ

陵
西
字
日
本
紀

旧
事
紀
无

片
鹽
■（
浮
）穴

宮
葛
下
郡
三

倉
堂
村　

御
宇
安
寧
天
皇
在
大
和
國
高
市
郡
吉
田
村
西
北　
ニ

阿
祢
山
祠

廟
在
二
同
村
東
南
丘　
ニ

一

兆
域
東
西
二
町
南
北
二
町
守
戸

五
烟（
24
）

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
安
寧
天
皇
陵
の
所
在
地
に
つ
い
て
、「
吉
田
村
西
北　
ニ

阿
祢
山
祠
廟
在
二
同
村
東
南

丘　
ニ

一
」、
つ
ま
り
吉
田
村
の
西
北
に
あ
る
「
阿
祢
山
」
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
り
、
そ
の
「
祠
廟
」
は
同
村
（
吉

田
村
）
の
東
南
の
丘
に
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
み
る
と
、
こ
こ
に
「
阿
祢
山
」
と
あ
る
の
は
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
は
な
か
け
山
」
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
こ
に
「
祠
廟
」
と
あ
る
の
は
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
安
寧
山
」
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
こ
に
み
え
る
津
久
井
清
影
の
説
は
、
そ
の
名
称
は
と
も
か
く
と
し
て
そ
の
実
態
に
お
い
て

は
【
史
料
Ⅲ
】『
大
和
志
』
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
阿
祢
山
」（【
史
料
Ⅶ
】
津
久
井
清
影
著
『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』）
と
「
安
寧
山
」（【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」）
を
そ

の
読
み
方
に
よ
っ
て
通
じ
る
も
の
と
す
る
と
、
津
久
井
清
影
に
よ
る
こ
の
記
述
は
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う

「
安
寧
山
」
と
の
名
称
を
「
は
な
か
け
山
」
に
適
用
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
そ

れ
ま
で
の
「
は
な
か
け
山
」
を
よ
り
に
よ
っ
て
「
阿
祢
山
」（「
安
寧
山
」）
と
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
は
な
か
け
山
」
と
「
阿
祢
山
」
と
は
、
安
寧
天
皇
の
候
補
地
と
し
て
互
い
に
並

び
立
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
一
方
の
名
称
を
も
う
一
方
の
名
称
と
す
る
な
ど
、
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
は
な
か
け
山
」
の
こ
と
を
「
安
祢
山
」（「
安
寧
山
」）
と
す
る
傾
向
は
、
何
と
こ

の
後
に
も
続
く
。

八 

津
久
井
清
影
『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」（
嘉
永
七
年
十
一
月
）

　
『
聖
蹟
圖
志
』
の
「
京
都
山
城
部
下
」
の
「
聖
蹟
圖
志
巻
首
引
」
の
文
末
に
は
嘉
永
甲（
七
年
）寅

仲
（
十
一
月
）

冬
還
暦
老
書
生

津
久
井
清
影
識
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
拠
っ
て
『
聖
蹟
圖
志
』
の
成
立
年
月
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
の

「
神
代
并
諸
國
部
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
は
、
安
寧
天
皇
陵
の
動
向
に
つ
い
て
極
め
て
有

益
な
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
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【図Ⅰ】津久井清影『聖蹟圖志』「畝傍山西北面之圖
（25）
」（嘉永七年十一月）

遠藤鎮雄訳編『史料天皇陵―山陵志・前王廟陵記・山陵図絵―』（昭和
49年10月、新人物往来社）より。
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「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
、「
字
花
隂
山
／
俗
西
山
新
開
ト
云
／
安
寧
天
皇
／
畝
傍
山
西
南
／
御
䕃
井
上

陵
」（「
／
」
は
、
原
史
料
に
お
け
る
改
行
を
示
す
。
以
下
同
）
と
あ
る
内
の
「
花
隂
山
」
は
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」

の
い
う
「
は
な
か
け
山
」
で
あ
る
。

　

ま
た
【
図
Ⅰ
】「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
で
は
、【
史
料
Ⅶ
】『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』
で
み
た
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」

の
い
う
「
は
な
か
け
山
」
を
「
阿
祢
山
」
と
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
「
は
な
か
け
山
」
を
「
阿

祢
山
」
と
す
る
こ
と
が
こ
の
頃
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
す
で
に
嘉
永
七
年
正
月
に
成
っ
て

い
た
【
史
料
Ⅶ
】『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』
に
は
著
さ
れ
て
い
る
「
は
な
か
け
山
」
を
「
阿
祢
山
」
と
す
る
こ
と

が
、
同
年
十
一
月
の
同
人
の
著
作
で
あ
る
『
聖
蹟
圖
志
』
の
「
字
花
隂
山
」
以
下
の
記
述
に
は
全
く
み
え
な
い

の
で
あ
ろ
う
。
不
可
解
な
所
で
あ
る
。

　

そ
し
て
【
図
Ⅰ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
す
で
に
み
た
「
字
花
隂
山
」

に
続
く
部
分
に
は
「
俗
西
山
新
開
ト
云
」
と
あ
る
。「
俗
」
と
は
い
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
「
字
花
隂
山
」
を
め

ぐ
る
当
時
の
情
況
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
が
「
西
山
新
開
ト
云
」
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、「
西
山
」（
吉
田
村
の
中
心
か
ら
み
て
「
西
」
の
「
山
」）、
つ
ま
り
安
寧
天
皇
陵
（「
は
な
か
け

山
」）
が
「
新
開
」、
つ
ま
り
「
新
」
た
に
「
開
」
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
十
一

吉
田
村
の
地
方
文
書
よ
り
」
で
改
め
て
触
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
か
ら
「
安
寧
祠
」
を
み
る
。
こ
れ
は
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
安
寧
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山
」
の
「
安
寧
之
御
宮
」（
ま
た
「
安
寧
御
宮
」「
安
寧
天
皇
之
宮
」
等
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
社
殿
二
棟
と
参

道
の
入
口
の
高
札
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
【
史
料
Ⅴ
】『
卯
花
日
記
』
の
文
政
十
二
年
四
月
二
十
二
日
条

に
、「
里
人
の
曰
」
と
し
て
「
公
よ
り
の
し
る
し
の
札
を
た
て
ら
れ
た
る
ハ
東
南
の
宮
居
也
」
と
あ
る
「
し
る

し
の
札
」（
そ
こ
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
を
示
す
高
札
）
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
『
卯
花
日
記
』

が
著
さ
れ
た
文
政
十
二
年
は
『
聖
蹟
圖
志
』
が
成
っ
た
嘉
永
七
年
か
ら
二
十
八
年
前
で
は
あ
る
が
、「
安
寧
祠
」

が
鎮
座
す
る
「
安
寧
山
」
の
参
道
の
入
口
の
「
高
札
」
に
は
そ
こ
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
旨
の
文
言
が
確
か
に

記
さ
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
【
図
Ⅰ
】
津
久
井
清
影
著
『
聖
蹟
圖
志
』

「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
は
、
ま
さ
に
安
寧
天
皇
陵
が
二
箇
所
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

九 

山
川
正
宣
『
山
陵
考
畧
』（
安
政
二
年
秋
）

　

山
川
正
宣
は
摂
津
池
田
の
代
々
造
酒
を
営
む
家
に
寛
政
二
年
三
月
十
七
日
に
生
れ
、
長
じ
て
皇
陵
の
荒
廃
を

嘆
く
に
至
り
本
書
を
著
し
た
。
そ
こ
に
「
安
寧
陵
」
の
項
が
あ
る
。
左
に
引
く
。

【
史
料
Ⅷ
】
山
川
正
宣
『
山
陵
考
畧
』（
安
政
二
年
秋
）

　

安
寧
陵　
　
　
　

仝
（
大
和
）

　
　

式
、
畝
傍
山　
ノ

西
南
、
御ミ

䕃
ホ
ド
ノ

井　
ノ

上　
ノ

陵
、
安
寧
天
皇
、
在
二
大
和
國
高
市
郡
蔭
宜
レ

作
レ
蔭
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〇
山
の
西
麓
と
、
字
安ア

禰ネ

山
と
の
峽
に
在
、
吉
田
村
の
西
北
な
り
、
安
禰
は
即　

御
謚
に
て
、
古
事
記
に
は
、

畝
火
山
の
美ミ

富ホ

登ド

と
み
ゆ
、
按
富
登
は
、
も
と
女
陰
の
稱
に
て
、
陰
の
字
を
も
塡
て
、
記
紀
等
に
往
々
此

名
義
見
へ
た
り
、
半
腹
に
小
祠
在
て
、
御
䕃
ホ
ド
ノ

井
も
今
山
下
に
あ
り
、
亘
四
尺
許
、
淸
泉

也
、
安
宇
井
と
も
云

此
地
の
形
勢
を
も
て
名
づ
け
た
る
、
上
古
の
質
朴
見
る
に
た
れ
り
、
式
御
䕃
井
は
、
初
活
版
の
誤
を
傳
へ

し
に
て
、
他
書
こ
れ
に
從
ふ
は
无
稽
也

　

〇
今
吉
田
村
の
東
南
に
、　

帝
陵
と
云
處
あ
り
、
山
陵
の
形
だ
に
あ
ら
ず
、
素
地
名
に
も
合
ぬ
を
や（
26
）

〔
現
代
文
訳
〕

（
ａ
）
安
寧
陵　

大
和

（
ｂ
）『（
延
喜
）
式
』
に
は
「
畝
傍
山
の
西
南
、
御
䕃
の
井
の
上
の
陵
、
安
寧
天
皇
、
大
和
国
高
市
郡
に
在
り
、

と
あ
る
。（「
蔭
」
は
「
陰
」
と
す
る
の
が
良
い
。）

（
ｃ
）（
安
寧
天
皇
陵
は
、）（
畝
傍
）
山
の
西
麓
と
「
字
安ア

禰ネ

山
」
の
間
に
あ
る
。
吉
田
村
の
西
北
で
あ
る
。
安

禰
は
つ
ま
り
謚
お
く
り
なで

、『
古
事
記
』
に
は
畝
火
山
の
「
美ミ

富ホ

登ド

」
と
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
「
富
登
」
は
も
と

は
「
女
陰
」
の
こ
と
で
、「
陰
」
の
字
を
あ
て
て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
等
に
し
ば
し
ば
こ
の
名
が
見
え

る
。（
安
寧
天
皇
陵
の
）
中
腹
に
「
小
祠
」
が
あ
り
、「
御
陰
ホ
ド
ノ

井
」
も
今
（
安
寧
）
山
の
下
に
あ
る
。
差
し

渡
し
四
尺
ば
か
り
、
清
ら
か
な
泉
で
あ
る
。「
安
宇
井
」（
読
み
不
明
）
と
も
い
う
。

（
ｄ
）
こ
の
地
の
地
形
に
よ
っ
て
（「
御
陰
井
」
な
ど
と
い
う
地
名
等
を
）
名
付
け
た
と
い
う
の
は
、
古
い
時
代



二
〇
八

が
飾
り
気
が
な
い
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
う
の
に
充
分
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
は
初
め
て
の
活
版
の
誤
り
を

伝
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
他
の
書
が
こ
れ
に
従
う
の
は
で
た
ら
め
な
こ
と
で
あ
る
。

（
ｅ
）
今
吉
田
村
の
東
南
に
（
も
）、「
帝
陵
」
と
い
う
所
が
あ
る
。（
し
か
し
）
山
陵
の
形
で
は
な
い
。
も
と
よ

り
地
名
に
も
合
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
よ
。

　

こ
こ
に
み
え
る
山
川
正
宣
に
よ
る
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
考
察
も
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
に
み
え
る
「
は
な

か
け
山
」
を
「
字
安ア

寧ネ

山
」
と
す
る
。
た
だ
し
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
に
み
え
る
「
安
寧
山
」（
こ
こ
で
い
う
「
今

吉
田
村
の
東
南
に
、
帝
陵
と
云
處
あ
り
」）
と
す
る
所
に
つ
い
て
は
、「
陵
の
形
」
で
も
な
け
れ
ば
「
地
名
」
に

も
合
わ
な
い
、
と
積
極
的
に
否
定
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
山
川
正
宣
が
言
う
「
地
名
」
が
何
な
の
か
、
判
然
と

し
な
い
。
あ
る
い
は
本
稿
の
「
十
二
吉
田
村
の
地
方
文
書
よ
り
」
の
【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
役
覚
」・【
史
料
Ⅻ
】

「
吉
田
村
小
物
成
場
検
地
帳
」・【
史
料
�
】「
吉
田
村
御
物
成
御
目
録
」
に
み
え
る
「
宮
山
」
の
こ
と
か
と
も
思

わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
そ
う
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十 

谷
森
善
臣
『
藺
笠
の
し
つ
く
』（
安
政
四
年
四
月
二
十
二
日
条
）

　

谷
森
善
臣
は
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
後
の
文
久
の
修
陵
に
お
い
て
は
天
皇
陵
の
考
証
面
で
大
き

な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
左
に
引
く
『
藺
笠
の
し
つ
く
』
は
、
そ
の
文
久
の
修
陵
以
前
の
安
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政
四
年
四
月
十
四
日
か
ら
五
月
一
日（
27
）に

か
け
て
の
陵
墓
巡
見
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
四
月
二
十
二
日
条
に
安

寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
Ⅸ
】
谷
森
善
臣
『
藺
笠
の
し
つ
く
』（
安
政
四
年
四
月
二
十
二
日
条
）

西
の
か
た
な
る
真
名
子
山
に
登
り
て
尾
上
を
西
北
に
登
れ
ハ
西
向ム
キ

に
安
寧
天
皇
を
祭
た
る
宮
あ
り
此
邊
安
寧

天
皇
の
陵
な
り
と
ハ
き
け
ど
今
ミ
る
に
陵
墓
の
形
も
な
く
た
ゝ
お
の
つ
か
ら
な
る
山
の
上
に
宮
を
立
た
る
に

□（
ぞ
）あ

り
け
る
西
へ
下オ

る
ゝ
道
あ
れ
ハ
く
だ
る
麓
に
陵
の
制
札
立
た
り
是
よ
り
北
西
す
な
は
ち
吉ヨ
シ

田タ

村
あ
り
此

家
立
の
北
後ウ
シ
ロは

ア
ネ
山
な
り
家
立
の
な
□
（
か
）を

西
へ
行　
ハ

道
の
南　
ノ

旁
家
居
の
軒
下
に
さ
と
人
の
オ
ホ
井
と
よ
へ

る
小
さ
き
筒
井
あ
り
水
い
と
近
け
れ
ハ
ひ
さ
ご
に
て
も
酌
つ
へ
し
菅
笠
の
日
記
に
ハ
御
ほ
と
ゐ
と
い
ふ
井
今

も
あ
り
と
記シ
ル

さ
れ
た
れ
ど
今
ハ
さ
る
名
を
知
れ
る
さ
と
人
も
な
き
に
や
此
井
よ
り
少
し
西
に
ゆ
き
て
右
へ
登

る
丘
あ
り
字
を
ア
ネ
山
と
よ
ふ
丘
の
上
に
東
向
た
る
小
社
あ
り
そ
の
北　
ノ

方
に
う
づ
高
き
所
あ
り
こ
れ
御
在
所

の
窪
ミ
た
る
所
ハ
見
え
す
御
陵
の
南
側ツ
ラ

に
そ
ひ
て
民
の
家
居
た
ち
並
ひ
た
る
ま
ゝ
に
陵
の
か
た
ち
い
と
よ
く

も
見
え
わ
か
ら
ね
と
打
め
く
り
て
よ
く
〳
〵
見
る
に
後
圓
く
ま
へ
方□
タ

に
し
て
辰
巳
の
方
に
向
ふ
方ケ
タ

な
る
所
の

南
旁
ハ
竹
藪
と
な
り
て
吉
田
村
の
家
立
の
北
後
な
り
此
塚
の
あ
る
と
こ
ろ
ハ
畝
樋
山
の
西
南
の
麓
に
し
て
こ

れ
安
寧
天
皇
の
畝
傍
山　
ノ

西
南
御
䕃
井　
ノ

上　
ノ

陵
な
り
と
そ
す
が
ゝ
さ
の
日
記
に
此
吉
田
村
の
翁
の
も
の
か
た
り

に
御
陵
の
め
ぐ
り
に
も
七
十
年
許
あ
な
た
ま
で
ハ
か
ら
堀
あ
り
つ
と
話カ
タ

れ
る
趣
し
る
さ
れ
た
れ
と
い
か
ゝ
あ



二
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〇

ら
む
お
ほ
つ
か
な
し（
28
）

現
代
文
訳

（
ａ
）
真
名
子
山
（
懿
徳
天
皇
陵
）
に
登
っ
て
山
頂
（「
尾
上
」）
に
登
る
と
、
西
向
き
に
安
寧
天
皇
を
祭
っ
た
宮

が
あ
る
。

（
ｂ
）
こ
の
辺
り
は
安
寧
天
皇
陵
が
あ
る
と
聞
く
が
、
今
見
る
と
陵
墓
の
形
も
な
く
た
だ
自
然
の
ま
ま
山
の
上
に

宮
を
立
て
た
だ
け
で
あ
る
。

（
ｃ
）
西
へ
下
り
る
道
が
あ
る
の
で
下
る
と
、
麓
に
（
そ
こ
が
）
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
を
示
す
制
札
が
あ
る
。

（
ｄ
）
こ
こ
か
ら
北
西
に
行
く
と
す
ぐ
に
吉ヨ
シ

田タ

村
が
あ
る
。
こ
の
家
並
（「
家
立
」）
の
北
の
後
は
「
ア
ネ
山
」
で

あ
る
。

（
ｅ
）
家
並
の
中
を
西
に
行
く
と
道
の
南
側
に
家
居
の
軒
下
に
「
さ（
里
）と

人
」
が
「
オ
ホ
井
」
と
呼
ぶ
小
さ
い
「
筒

井
」
が
あ
る
。
水
が
と
て
も
近
い
の
で
、
瓢
ひ
さ
ごで

で
も
（
水
を
）
酌
む
の
で
あ
ろ
う
。（
本
居
宣
長
著
）『
菅
笠

日
記
』
に
は
「
御
ほ（
陰
井
）

と
ゐ
」
と
い
う
井
が
今
も
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
で
は
そ
の
名
を
知
る
「
さ
と

人
」
も
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
ｆ
）
こ
の
井
か
ら
少
し
西
に
行
く
と
右
へ
登
る
丘
が
あ
り
、
字
を
「
ア
ネ
山
」
と
呼
ぶ
。（
こ
の
）
丘
の
上
に

東
向
き
の
「
小
社
」
が
あ
り
、
そ
の
北
方
に
盛
り
上
が
る
ほ
ど
高
い
所
が
あ
る
。
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（
ｇ
）「
御
在
所
」（
天
皇
の
遺
骸
が
納
め
ら
れ
て
い
る
所
）
の
窪
ん
で
い
る
所
は
見
え
な
い
。

（
ｈ
）
御
陵
の
南
側
に
沿
っ
て
人
び
と
の
家
居
が
立
ち
並
ん
で
い
る
の
で
、
陵
の
形
が
よ
く
見
え
ず
わ
か
ら
な
い

が
、
歩
き
回
っ
て
よ
く
見
る
と
後
が
円
く
前
が
方
形
で
東
南
の
方
に
向
う
方
形
の
所
は
南
側
は
竹
藪
と
な
っ

て
い
て
吉
田
村
の
「
家
立
」
の
北
の
後
で
あ
る
。
こ
の
塚
の
あ
る
所
は
「
畝
樋
山
」（
畝
傍
山
）
の
西
南
の
麓

で
あ
っ
て
、
こ
こ
が
安
寧
天
皇
の
畝
傍
西
南
御
蔭
井
上
陵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
ｉ
）（
本
居
宣
長
著
）『
菅
笠
日
記
』
に
は
吉
田
村
の
「
翁
」
の
話
と
し
て
、「（
安
寧
天
皇
）
陵
の
廻
り
に
も

七
十
年
ば
か
り
前
ま
で
は
「
か
ら
堀
」
が
あ
っ
た
」
と
語
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

疑
わ
し
い
。

　

谷
森
善
臣
が
た
ど
っ
た
足
取
り
と
現
地
に
お
い
て
め
ぐ
ら
さ
れ
た
考
察
の
内
容
は
、
右
の
【
史
料
Ⅸ
】『
藺

笠
の
し
つ
く
』
と
先
に
み
た
【
史
料
Ⅷ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
理
解

し
易
い
。

　

さ
て
谷
森
善
臣
は
、
安
寧
天
皇
陵
の
あ
る
吉
田
村
に
は
真
名
子
山
か
ら
入
っ
た
。
そ
の
「
真
名
子
山
」
と
い

う
の
は
、【
図
Ⅰ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
み
え
る
「
元
禄
南
都
府
改
陵
圖（
29
）ニ

マ
サ
ゴ
山
ト

有
」
あ
る
い
は
「
マ
サ
コ
谷
」
と
あ
る
辺
り
と
み
ら
れ
る
。
谷
森
善
臣
は
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
安
寧
祠
」
と
あ

る
山
に
登
る
が
、
そ
こ
は
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
あ
る
い
は
【
史
料
Ⅱ
】『
徳
川
実
紀
』
の
い
う
「
安
寧
山
」
で
あ
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る
。
し
か
し
谷
森
善
臣
は
、
こ
の
「
安
寧
山
」
を
安
寧
天
皇
陵
と
認
め
な
か
っ
た
。「
今
ミ
る
に
陵
墓
の
形
も

な
く
た
ゝ
お
の
つ
か
ら
な
る
山
の
上
に
宮
を
立
た
る
に
□
（
ぞ
）あ

り
け
る
」
と
い
う
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
「
安
寧
山
」
の
「
麓
」
に
は
、
そ
こ
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
制
札（
30
）」

が
立
て
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
谷
森
善
臣
は
そ
れ
に
つ
い
て
さ
し
た
る
関
心
も
示
さ
ず
、
北
西
に
進
み
吉
田
村
に
至
る
。

そ
し
て
同
村
の
「
家
立
」
の
後
に
「
ア
ネ
山
」
を
見
出
す
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
は

な
か
け
山
」
な
の
で
あ
る
が
、
谷
森
善
臣
は
そ
こ
を
「
ア
ネ
山
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、【
史
料
Ⅵ
】

『
打
墨
縄
大
和
國
部
』
や
【
史
料
Ⅶ
】『
首
註
陵
墓
一
隅
抄
』、
ま
た
【
史
料
Ⅷ
】『
山
陵
考
畧
』
と
同
じ
で
あ
る
。

　

そ
し
て
谷
森
善
臣
は
そ
こ
を
「
字
を
ア
ネ
山
と
よ
ふ
」
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
字
「
ア
ネ
山
」
に
は
東
向
き

の
「
小
社
」
が
あ
り
、
そ
の
「
小
社
」
の
「
北　
ノ

方
に
う
づ
高
き
所
」
が
あ
る
と
も
す
る
。
こ
れ
ら
の
様
子
は
、

【
図
Ⅰ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
も
克
明
に
記
す
。
た
だ
し
谷
森
善
臣
は
「
御
在
所
の
窪
ミ
た

る
所
ハ
見
え
す
」
と
し
、
か
つ
そ
の
「
御
陵
」
の
南
側
に
は
吉
田
村
の
人
び
と
の
「
家
居
」
が
並
ん
で
い
て

「
陵
」
の
形
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、「
後
圓
く
ま
へ
方□
タ

」
で
あ
り
全
体
と
し
て
は
東
南
に
向
か

う
方
形
の
南
側
は
「
竹
藪
」
と
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
は
吉
田
村
の
「
家
立
」（
家
屋
が
集
ま
っ
て
い
る
意
か
）

の
北
（
の
後
）
で
あ
り
、
こ
の
「
塚
」（「
後
圓
く
ま
へ
方□
タ

」
と
な
っ
て
い
る
所
を
全
体
と
し
て
指
す
意
か
）
の

あ
る
所
は
畝
傍
山
の
西
南
の
麓
で
あ
り
、
こ
れ
が
安
寧
天
皇
の
畝
傍
山
の
西
南
御
蔭
井
の
上
の
陵
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
、
と
精
密
な
観
察
の
成
果
を
綴
り
、
そ
こ
が
安
寧
天
皇
陵
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
記
す
。
そ
し
て
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末
尾
で
は
、
既
に
み
た
【
史
料
Ⅳ
】
本
居
宣
長
『
菅
笠
日
記
』
が
述
べ
た
、
畝
火
村
の
「
翁
」
が
「
御
陵
の
め

ぐ
り
」
に
も
七
十
年
ば
か
り
前
ま
で
は
堀
が
あ
っ
た
と
本
居
宣
長
に
話
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
な
も

の
か
疑
わ
し
い
、
と
す
る
。

十
一 
谷
森
善
臣
「
考
証
の
書
（『
山
陵
考
』）」（
文
久
二
年
）

　

右
に
み
た
【
史
料
Ⅸ
】『
藺
笠
の
し
つ
く
』
の
著
者
谷
森
善
臣
が
、
文
久
の
修
陵
の
考
証
面
を
担
当
す
る
に

至
っ
て
改
め
て
自
ら
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
、
と
い
う
の
が
本
稿
に
お
け
る
「
考
証
の
書
（『
山
陵
考
』）」
の

位
置
付
け
と
し
て
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
Ⅹ
】
谷
森
善
臣
「
考
証
の
書
（『
山
陵
考
』）」（
文
久
二
年
）

　

畝
火
山
西
南
御
隂
井
上
陵

安
寧
天
皇
の
御
陵
な
り
大
和
國
高
市
郡
吉
田
村
領
の
う
ち
畝
傍
山
の
西
南
に
差
出
た
る
尾
﨑
に
あ
り
卯
辰
の

方
向
て　

御
在
所
圓マ
ロ

く
前
方ケ
タ

な
り
字
を
ア
ネ
山
と
云
ま
た
ハ
ナ
カ
ケ
山
と
も
云
と
そ
高
さ
四
丈
許
め
く
り
百

卅
二
丈
許
あ
り
此　

御
陵
の
南
辺
吉
田
村
人
家
の
前
に
清
水
井
あ
り
是
井
上
陵
の
名
の
起
れ
る
原
由
な
る
べ

し
こ
れ
日
本
紀
に
八
月
丙
午
朔
葬
二
於
畝
傍
山
南　
ノ
西
南
と
あ
る
へ
き
を
西

字
脱
た
り
し
な
る
べ
し
御ミ

隂ホ
ド

井　
ノ

上　
ノ

陵
一
と
ミ
え
古
事
記
に
御
陵
在

二
畝
火
山
之
美ミ

冨ホ

登ド
一
也
と
見
え
延
喜
式
に
畝
傍
山　
ノ

西
南　
ノ

御ミ

隂ホ
ド
印
本
に
隂
を
䕃
に
誤
れ
り

今
ハ
古
本
に
據
て
引ケり

井
上
陵　

片
塩
浮
穴
宮
御
宇
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安
寧
天
皇
在
二
大
和
國
髙
市
郡
一
兆
域
東
西
三
町
南
北
二
町
守
戸
五
𤇆
と
見
え
た
る　

御
陵
な
り
里
人
の
説
に

ハ
此　

御
陵
よ
り
東
南
な
る
字
マ
ナ
ゴ
山
の
上
に
鎮
シ
ツ
マ
リ

坐マ

す　

あ
ん
ね
い
宮
を　

御
陵
な
り
と
云
傳
へ
た
れ

と
是
ハ　

御ミ

靈タ
マ

を
祭
れ
る
御
宮
に
て　

御
陵
に
あ
ら
さ
る

ハ　

じ
ん
む
宮　

ゐ
と
く
宮
の
例
の

く
に
そ

あ
る
へ
き
さ
れ
バ
大
和
志
に
も　

畝
傍
山
西
南
御ミ

䕃ホ
ド
隂
と
書
べ
き
を
䕃
と
か
き
た
る
ハ
延
喜
式
印

本
の
誤
を
襲
た
る
も
の
な
り
隂
に
改
む
べ
し
井
上
陵　
ハ

在
二
吉
田
村
御

䕃
井
西
北　
ノ

丘　
ニ

一
祠
廟
在
二

井　
ノ

東
南
一
と
い
ひ
そ
の
外
古
人
の
説
ミ
な
同
し
く
井
の
北
な
る
を
御
陵
な
り
と
い

へ
り（
31
）

現
代
文
訳

（
ａ
）
畝
傍
山
西
南
御
陰
井
上
陵
に
つ
い
て
。

（
ｂ
）
安
寧
天
皇
の
御
陵
で
あ
る
。
大
和
国
高
市
郡
吉
田
村
の
内
、
畝
傍
山
の
西
南
に
突
き
出
た
尾
根
の
先
に
あ

る
。

（
ｃ
）「
卯
辰
」（
卯
〔
東
〕
と
辰
〔
東
南
東
〕
の
間
）
の
方
角
を
向
い
て
い
て
、（
安
寧
天
皇
陵
の
遺
骸
が
納
め

ら
れ
て
い
る
）「
御
在
所
」
は
円
く
前
の
部
分
は
方
形
で
あ
る
。

（
ｄ
）
字
を
「
ア
ネ
山
」
と
い
い
、
ま
た
「
ハ
ナ
カ
ケ
山
」
と
も
い
う
と
い
う
。

（
ｅ
）
高
さ
は
四
丈
許
り
で
、
め
ぐ
り
は
百
三
十
二
丈
許
り
で
あ
る
。

（
ｆ
）
こ
の
御
陵
の
南
の
吉
田
村
の
人
家
の
前
に
清
水
井
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
井
上
陵
」
と
の
名
の
起
源
で
あ
ろ
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う
。

（
ｇ
）
こ
れ
は
『
日
本
紀
』
に
「
八
月
丙
午
朔
、
畝
傍
山
の
南　
ノ

（
西
南
と
あ
る
べ
き
所
を
「
西
」
の
字
が
脱
落
し

た
の
で
あ
ろ
う
）
御ミ

隂ホ
ド

井　
ノ

上　
ノ

陵
に
葬
す
」
と
み
え
、『
古
事
記
』
に
「
御
陵
は
畝
火
山
の
美ミ

冨ホ

登ド

に
在
る
也
」

と
み
え
、『
延
喜
式
』
に
「
畝
傍
山　
ノ

西　
ノ

御
隂ホ
ド

（
印
本
で
は
「
隂
」
を
「
䕃
」
と
誤
っ
て
い
る
。
今
は
古
本
に

よ
っ
て
引
用
し
た
）
井
上
陵　

片
塩
浮
穴
宮
御
宇　

安
寧
天
皇
（
陵
）
は
大
和
国
高
市
郡
に
在
り
、
兆
域
東

西
三
町
南
北
二
町
、
守
戸
五
烟
」
と
あ
る
御
陵
で
あ
る
。

（
ｈ
）
里
人
の
説
は
、
御
陵
か
ら
東
南
の
字
マ
ナ
ゴ
山
の
上
に
鎮
座
す
る
「
あ
ん
ね
い
宮
」
を
御
陵
と
言
い
伝
え

る
が
、
こ
れ
は
「
御ミ

霊タ
マ

」
を
祭
る
御
宮
で
あ
り
御
陵
で
は
な
い
こ
と
は
、「
じ
ん
む
宮
」「
ゐ
と
く
宮
」
の
例

の
通
り
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、『
大
和
志
』
に
も
「
畝
傍
山
西
南
御ミ

蔭ホ
ド

（「
隂
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ

を
「
䕃
」
と
書
く
の
は
『
延
喜
式
』
の
印
本
の
誤
り
を
継
承
し
た
も
の
で
、「
隂
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
）

井
上
陵
は
吉
田
村
御
蔭
井
西
北
の
北
に
在
り
、
祠
廟
は
井
の
東
南
に
在
り
」
と
言
い
、
そ
の
他
古
人
の
説
は

皆
同
じ
よ
う
に
井
の
北
に
あ
る
も
の
を
御
陵
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
つ
い
に
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
は
な
か
け
山
」
は
「
ア
ネ
山
」

と
も
い
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
現
代
文
訳
の
（
ｈ
）
で
谷
森
善
臣
は
、「
里
人
の
説
」
と
し
て
「
御
陵
（【
史
料
Ⅰ
】
の
い
う
「
は
な
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か
け
山
」）
か
ら
東
南
の
字
マ
ナ
ゴ
山
の
上
に
鎮
座
す
る
「
あ
ん
ね
い
宮
」
を
御
陵
と
言
い
伝
え
て
い
る
」
こ

と
を
紹
介
す
る
が
、
谷
森
善
臣
は
そ
れ
に
さ
ら
に
続
け
て
「
こ
れ
は
「
御ミ

霊タ
マ

を
祭
れ
る
御
宮
」
で
あ
っ
て
、
御

陵
で
は
な
い
こ
と
は
、「
じ
ん
む
宮
」「
ゐ
と
く
宮
」
の
例
の
通
り
で
あ
る
」
と
、
そ
も
そ
も
「
御
陵
」
と
は
何

か
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
り
つ
つ
、
そ
の
実
は
、
す
で
に
現
実
に
普
請
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
文
久
の
修
陵
で

の
天
皇
陵
整
備
の
実
態
（
例
え
ば
こ
こ
で
は
、
天
皇
陵
の
域
内
に
「
宮
」
等
を
設
け
な
い
こ
と
等
）
に
沿
う
議

論
を
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
谷
森
善
臣
は
こ
れ
に
続
け
て
「
そ
の
外
古
人
の
説
ミ
な
同
し
く
井
（
吉
田
村

の
「
御
蔭
井
」）
の
北
な
る
を
（
安
寧
天
皇
の
）
御
陵
な
り
と
い
へ
り
」
と
、
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
本
稿
で

こ
れ
ま
で
縷
縷
み
て
き
た
動
向
を
一
言
で
括
っ
て
結
論
と
す
る
。

十
一 

吉
田
村
の
地
方
文
書
よ
り

　

こ
こ
ま
で
近
世
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
安
寧
天
皇
陵
に
関
す
る
史
料
を
比
較
し
つ
つ
考
察
を
め
ぐ
ら

せ
て
き
た
が
、
以
降
は
吉
田
村
の
地
方
文
書
の
視
点
か
ら
、
引
き
続
き
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い
て
追
う
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、【
図
Ⅰ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
か
ら
「
安
寧
天
皇
畝
傍
山
西
南
御
䕃
井
上
陵
」
に

続
く
「
字
花
隂
山
／
俗
西
山
新
開
ト
云
」
と
の
文
言
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
前
半
部
分
の

「
字
花
隂
山
」
と
い
う
の
は
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
以
降
の
諸
史
料
に
み
え
る
「
は
な
か
け
山
」（
あ
る
い
は
「
ハ

ナ
カ
ケ
山
」）
に
漢
字
を
あ
て
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
「
西
山
新
開
」
と
は
何
な
の
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で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
う
ち
「
西
山
」
と
い
う
の
は
、
吉
田
村
の
中
心
か
ら
み
て
西
方
に
あ
る
山
と
の
意
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ

の
こ
と
を
よ
く
指
摘
し
た
文
献
と
し
て
上
野
竹
次
郎
著
『
山
陵
』
の
「
安ア
ン

寧ネ
イ

天
皇
畝ウ
ネ

傍ビ

山
ヤ
マ
ノ

西
ヒ
ツ
ジ

南
サ
ル
ノ

御ミ

陰
ホ
ド
ノ

井ヰ
ノ

上ヘ
ノ

陵
ミ
サ
サ
ギ」

の
項
が
あ
る
こ
と
は
、「
は
じ
め
に
」
で
す
で
に
み
た
。
そ
こ
で
は
、
安
寧
天
皇
陵
の
所
在
地
を

「
大
和
国
高タ
カ

市イ
チ

郡
白シ
ラ

橿カ
シ

村
大
字
吉ヨ
シ

田ダ

ニ
在
リ
、
字
ヲ
西ニ
シ

山ヤ
マ

ト
曰
フ
」
（
32
）と

す
る
と
と
も
に
、
同
陵
に
つ
い
て
「
花ハ
ナ

陰カ
ゲ

山ヤ
マ

ノ
名
ア
リ
、
一
ニ
西ニ
シ

山ヤ
マ

新シ
ン

開ビ
ラ
キト

モ
曰
フ
、
新
開
ノ
名
ア
ル
、
夫
レ
或
ハ
頽
餘
ノ
陵
、
犂
耟
シ
テ
畑
ト
ナ

シ
ヽ
モ
ノ
カ
、
今
字
シ
テ
西
山
ト
曰
フ（
33
）」

と
す
る
。

　

続
け
て
、「
新
開
」
で
あ
る
。
橿
原
市
史
編
集
委
員
会
著
『
橿
原
市
史
史
料
集
』（
昭
和
三
十
八
年
二
月
、
橿

原
市
役
所
）
も
「
地
名
集
」
の
「
畝
傍
、
八
木
、
今
井
区
」
の
「
吉
田
」
の
項
で
、
地
名
と
し
て
「
新
開
キ
」

と
「
西
山
」
を
と
も
に
挙
げ
る（
34
）。

　

そ
の
「
新
開
」
な
り
「
新
開
キ
」
な
り
の
内
容
で
あ
る
。
大
石
久
敬
著
大
石
信
敬
補
訂
（
大
石
慎
三
郎
校
訂

『
地
方
凡
例
録
上
巻
』（
昭
和
四
十
四
年
五
月
、
近
藤
出
版
社
）
は
「
改
正
補
訂
地
方
凡
例
録
巻
之
二
上
」
の

「
一
石
盛
之
事
」
で
「
新シ
ン

開カ
イ

或
ハ
見ミ

取ト
リ

場バ

高
入
等
の
検
地
を
改
め
石
盛
を
附
る
こ
と
ハ
、
其
村
の
本モ
ト

田タ

畑ハ
タ

の
位

に
見
比
べ
新
田
だ
け
壱ヒ
ト
ツ箇

劣ヲ
ト

り
に
も
附
る
こ
と
な
り
、
然
し
新
開

0

0

場
処
の
地
位
至
て
劣
り
、
其
村
の
石
盛
相
違

な
く
バ
、
隣
村
の
地
位
に
も
見
合
せ
、
新
に
下
々
田
砂ス
ナ

畑ハ
タ

な
ど
ゝ
云
名
目
に
て
、
本
の
下
々
田
畑
の
位
よ
り

弐
箇
フ
タ
ツも

三
箇ツ

も
低
く
附
る
こ
と
も
あ
る
な
り
」（
傍
点
引
用
者
。
以
下
同
）
と
本
村
の
「
本モ
ト

田タ

畑ハ
タ

」
の
位
よ
り
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低
く
な
る
場
合
と
、「
若
し
又
本
村
ハ
山ヤ
マ

寄ヨ
リ

野ノ

方カ
タ

等
に
て
、
土
地
宜
し
か
ら
ず
石
盛
も
低
き
処
、
新
田
は
海
川

附ツ
キ

洲ス

、
或
は
沼
地
等
の
新
開

0

0

に
て
本
村
の
地
縁
離
れ
、
本
田
の
土
地
よ
り
格
別
宜
し
き
村
ハ
、
本
田
畑
の
石

盛
に
拘
ハ
ら
ず
、
隣
村
他
村
の
石
盛
を
見
合
せ
、
尚
亦
作
物
の
出
来
方
等
を
考
へ
、
土
地
相
応
に
石
盛
を
附
け
、

新
田
の
方
本
村
の
石
盛
よ
り
高
く
な
る
こ
と
も
あ
り（
35
）」

と
か
え
っ
て
高
く
な
る
場
合
の
双
方
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
右
に
み
た
【
図
Ⅰ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
み
え
る
「
字
花
隂
山
／

俗
西
山
新
開
ト
云
」
の
意
味
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
字
と
し
て
は
「
花
隂
山
」
で
あ
り
一
般
に
は
「
西

山
」
あ
る
い
は
「
新
開
」（
も
し
く
は
「
西
山
新
開
」）
と
い
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
安
寧
天

皇
陵
で
も
あ
り
「
西
山
」
と
も
言
わ
れ
る
「
字
花
隂
山
」
に
は
、
そ
こ
に
「
新
開
」
と
さ
れ
る
新
た
に
開
か
れ

た
耕
作
地
も
が
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
耕
作
地
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
そ
こ
は
年
貢
地
と
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
吉
田
村
の
租
税
関
係
の
近
世
史
料
か
ら
も
そ
の
実
相
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
山
役
覚
」（
延
宝
五
年
七
月
四
日
）

　
　
　
　
　
　
　
覚

　

一
、 

弐
斗　
　

山
役　
　
　
　

�

　
　

吉
田
村　
　
　

　
　
　

右
之
場
所
三
ヶ
所



二
一
九

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

　
　
　
　
　
　
　

内
分

　

字
西
山
、
村
よ
り
山
迄
六
丁
立
八
拾
間
横
五
拾
三
間

　
　

松
山
持
主
久
助

　

字
宮
山
、
村
ゟ
山
迄
三
拾
間
立
五
拾
間
横
弐
拾
間

　
　

芝
山
持
主
清
左
衛
門

　

字
同
村（
36
）ゟ

山
迄
参
拾
間
立
百
拾
間
横
弐
拾
間

　
　

芝
山
小
松
少
有
持
主
清
左
衛
門

右
之
者
共
よ
り
御
年
貢
上
納
仕
来
申
候
、
三
拾
四
年
以
前
寛
永
拾
四
年
申
ノ
年
中
坊
長
兵
衛
様
御
代
官
之
時

よ
り
上
ヶ
来
申
候
、
其
以
前
者
存
知
不
申
候
、

　

右
之
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

吉
田
村
庄
屋　
　
　
　
　
　

　
　

延
宝
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

清
左
衛
門　
　

　
　
　
　

巳
ノ
七
月
四
日　
　
　
　
　

�

同
村
年
寄　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

三
郎
四
郎（
37
）　

　

　
【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
山
役
覚
」
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
延
宝
五
年
以
前
の
段
階
で
既
に
吉
田
村
に
は
「
山



二
二
〇

役
」
の
対
象
と
な
る
地
が
、「
字
西
山
」
に
は
「
久
助
」
を
「
持
主
」
と
し
て
一
箇
所
、「
字
宮
山
」
に
は
「
清

左
衛
門
」
を
「
持
主
」
と
し
て
一
箇
所
、
そ
し
て
も
う
一
箇
所
が
や
は
り
「
清
左
衛
門
」
と
し
て
一
箇
所
存
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
内
前
者
二
箇
所
の
内
容
を
み
る
と
、「
字
西
山
」
の
地
は
「
松
山
」
で

あ
り
、「
字
宮
山
」
の
地
は
「
芝
山
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
「
字
宮
山
」
で
あ
る
が
、
吉
田
村
の
ど
こ
が
「
字
宮
山
」
な
の
か
。「
字
西
山
」
に
つ
い
て
は
、

【
図
Ⅰ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
「
安
寧
天
皇
畝
傍
山
西
南
御
隂
井
上
陵
」「
字
花
隂
山
／
俗

西
山
新
開
ト
云
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
が
【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
「
は
な
か
け
山
」
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
が
、「
宮
山
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
史
料
を
こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、【
史
料
Ⅰ
】「
覚
」
の
い
う
「
安
寧
山
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
方
も
あ
り
得
る
し
、
他
に
吉
田
村
に
そ
れ

と
思
わ
れ
る
地
も
な
さ
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。

【
史
料
Ⅻ
】「
吉
田
村
小
物
成
場
検
地
帳
」（
延
宝
七
年
八
月
八
日
）

　
　

延
宝
七
己
未
年

大
和
国
高
市
郡
吉
田
村
小
物
成
場
検
地
帳

　
　

八
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
平
八
郎
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
岡
新
左
衛
門



二
二
一

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

寛
文
十
一
亥
山
新
開

　

宮
山

一
、
下
々
畑
四
拾
間　

弐
拾
五
間　

三
反
三
畝
拾
歩	
�

清
左
衛
門　
　

　
　
　

此
分
米
弐
石
五
斗　

但
斗
代
七
斗
五
升

延
宝
四
辰
山
新
開

　

西
山

一
、
下
々
畑
六
間

五
間　

壱
畝
歩　
　
　
　
　
　
　

	
�

久　

助　
　

　
　
　

此
分
米
七
升
五
合　

但
斗
代
七
斗
五
升

　
　

反
合
三
反
四
畝
拾
歩

　
　
　

分
米
合
弐
石
五
斗
七
升
五
合

　
　
　
　

右
之
外

西
山

一
、 

小
松
山
百
間　
　

八
拾
九
間　

弐
町
五九
反
六
畝
弐
拾
歩　
　

	
�

久　

助　
　

　
　
　

此
山
手
米
三
斗
六
升

宮
山

一
、 

小
松
山
九
拾
三
間

五
拾
間
　

壱
町
五
反
五
畝
歩　
　
　

	
�

清
左
衛
門　
　

　
　
　

此
山
手
米
壱
斗
九
升



二
二
二

右
者
大
和
国
高
市
郡
吉
田
村
御
小
物
成
場
、
検
地
依
被　

仰
付
候
、　

六
尺
間
竿
を
以
壱
反
三
百
歩
也
、
町
反

畝
歩
員
数
斗
代
、
高
下
分
量
委
細
書
記
帳
面
相
極
置
者
也
、

　

延
宝
七
己

未
年
八
月
八
日

本
多
平
八
郎
内

　

惣
奉
行

　
　

吉
岡
新
左
衛
門
印

　

元
〆

　
　

山
田
十
郎
左
衛
門
印

　

同

　
　

多
羅
尾
源
太
夫
印

　

検
地
奉
行

　
　

湯
川
兵
太
夫
印

　

同

　
　

石
橋
八
太
夫
印

　

同

　
　

花
村
平
太
夫
印

　

同

　
　

難
波
六
郎
兵
衛
印

　

同

　
　

那
須
猪
太
夫
印

　

同

　
　

吉

田

源

助
印



二
二
三

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

　

吉
田
村
庄
屋

　
　
　
　
　

清
左
衛
門
印

　

同
村
案
内
者

　
　
　
　
　

三
郎
四
郎
印

　

同

　
　
　
　
　

与
九
郎
印

　

同

　
　
　
　
　

甚
四
郎
印

　

同

　
　
　
　
　

平
次
郎
印

　

墨
付
三
枚
之
内
落
字
付
字
削
目
な
し

　
　
　
　
　

宮
所
善
蔵
写（
38
）

　
【
史
料
Ⅻ
】「
吉
田
村
小
物
成
場
検
地
帳
」
に
よ
れ
ば
、「
宮
山
」
の
「
三
反
三
畝
拾
歩
」
は
「
清
左
衛
門
」

が
「
持
主
」
で
あ
る
が
、
同
地
は
寛
文
十
一
年
の
「
山
新
開
」
の
「
下
々
畑
」
と
し
て
「
分
米
弐
石
五
斗
但
斗

代
七
斗
五
升
」
と
な
っ
て
お
り
、「
西
山
」
の
「
壱
畝
歩
」
は
「
久
助
」
が
「
持
主
」
で
あ
る
が
、
同
地
は
延

宝
四
年
の
「
山
新
開
」
の
「
下
々
畑
」
と
し
て
「
分
米
七
升
五
合
但
斗
代
七
斗
五
升
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
面
積
を
合
計
す
る
と
三
反
四
畝
十
歩
で
あ
り
、
そ
の
「
分
米
」
を
合
計
す
る
と
二
石
五
斗
七
升
五
合
で
あ

る
。

　

そ
し
て
こ
の
他
、「
西
山
」
は
「
久
助
」
が
「
持
主
」
で
あ
り
「
小
松
山
」「
弐
町
九
反
六
畝
弐
拾
歩
」
で



二
二
四

あ
っ
て
そ
の
「
山
手
米
」
は
「
三
斗
六
升
」
で
あ
り
、「
宮
山
」
は
「
清
左
衛
門
」
が
「
持
主
」
で
「
小
松
山
」

「
壱
町
五
反
五
畝
歩
」
で
あ
っ
て
そ
の
「
山
手
米
」
は
「
壱
斗
九
升
」
で
あ
る
。

【
史
料
�
】「
吉
田
村
御
物
成
御
目
録
」（
万
延
元
年
十
二
月
一
日
）

　
　
　

申
歳
御
物
成
御
目
録

御
高　

弐
百
五
拾
三
石
七
斗
四
升
四
合
八
勺

御
引　

百
七
拾
弐
石
五
升
七
合
六
勺

内　
　

拾
九
石
弐
斗
壱
升
壱
合
五
勺
三
才　
　
　
　
　
　

御
定
免

　
　
　

弐
石
三
斗
四
升
五
合
五
勺
壱
才　
　
　
　
　
　
　

御
救
米

　
　
　

三
石
壱
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畑
綿
御
免
被
下

　
　
　

拾
石
三
斗
五
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
綿
御
免
被
下

残
引　

百
三
拾
七
石
五
升
五
勺
六
才

　
　
　
　

七
石
六
斗
壱
升
弐
合
三
勺
四
才
四
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夫
米
高
石
ニ
三
升
宛

　
　
　
　

四
石
壱
斗
壱
升
壱
合
五
勺
壱
才
七
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
米
引
高
ニ
三
升
宛



二
二
五

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

　

合
百
四
拾
八
石
七
斗
七
升
四
合
四
勺
弐
才
壱
札

　
　
　

拾
石
四
斗
壱
升
四
合
弐
勺
壱
才　
　

駄
賃
米
七
升
宛

定
成
百
五
拾
九
石
壱
斗
八
升
九
合

　

内　

百
拾
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
朔
日
御
払
米　

石
ニ
百
六
拾
弐
匁
替

　
　
　

弐
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
扶
持
米

　
　
　

拾
弐
石
四
斗
八
升
三
合
六
勺　
　
　

大
豆
年
貢
酉
之
正
月
五
日

納
石
ニ
弐
百
三
拾
五
匁
替

引
残
米
三
拾
四
石
弐
斗
五
合
四
勺

　

内　

四
斗
五
升
五
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
荒
定
引

　
　
　

壱
斗
九
升
五
合
七
勺　
　
　
　
　
　
　

御
林
年
貢

　
　
　

九
斗
七
升
八
合
五
勺　
　
　
　
　
　
　

西
山
新
開
キ
年
貢

　
　
　

五
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
手
米

　
　
　

六
斗
七
升
七
合
六
勺
五
才　
　
　
　
　

御
蔵
屋
鋪　
　

庄
屋
屋
敷
と
も

　
　
　

壱
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
給
米

　
　
　

六
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
御
奉
公
人

弐
人
之
給
米

引
残
米
弐
拾
四
石
三
斗
九
升
八
合
五
勺
五
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
村



二
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　

弥
八
郎

　
　
　

万
延
元
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断　

藤
兵
衛

　
　
　
申
十
二
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

忠
次
郎

　
　
　
　
　

御
役
所
様（
39
）

　
【
史
料
�
】「
吉
田
村
御
物
成
御
目
録
」
に
は
、「
西
山
新
開
キ
年
貢
」
と
し
て
「
九
斗
七
升
八
合
五
勺
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
み
た
【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
山
役
覚
」（
延
宝
五
年
七
月
四
日
）・【
史
料
Ⅻ
】「
吉
田
村
小
物
成
検
地

帳
」（
延
宝
七
年
八
月
八
日
）・【
史
料
�
】「
吉
田
村
御
物
成
御
目
録
」（
万
延
元
年
十
二
月
一
日
）
は
、『
橿
原

史
史
料
第
三
巻
』
の
「
畝
傍
地
区
」〔
吉
田
〕
に
収
め
ら
れ
た
七
点
の
史
料
の
内
の
三
点
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
数
の
上
で
は
そ
れ
だ
け
の
範
囲
か
ら
選
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
史
料
か
ら
、
近
世
全
体
に
お
け
る
安
寧
天
皇
陵
の

あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
範
囲
か

ら
指
摘
で
き
る
こ
と
が
全
く
な
い
訳
で
は
な
い
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
史
料
の
範
囲
で
も
、「
西
山
」
と
「
宮
山
」
が
常
に
並
ん
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
山
役
覚
」
で
は
吉
田
村
の
「
山
役
」
と
し
て
の

「
場
所
」
は
「
字
西
山
」
と
「
字
宮
山
」
等
の
範
囲
で
設
定
さ
れ
た
三
箇
所
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
敢
え



二
二
七

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

て
吉
田
村
の
側
か
ら
み
れ
ば
、「
山
役
」
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
吉
田
村
に
と
っ
て
そ

れ
に
適
う
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、「
三
拾
四
年
以
前
寛
永
拾
四
年
」
か
ら

少
な
く
と
も
「
延
宝
五
年
」
ま
で
は
そ
う
い
っ
た
状
態
が
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
【
史
料
Ⅻ
】「
吉
田
村
小
物
成
場
検
地
帳
」
で
も
「
宮
山
」
と
「
西
山
」
が
並
べ
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
新

開
」
さ
れ
た
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
宮
山
」
は
寛
文
十
一
年
、「
西
山
」
は
延
宝
四
年

の
「
新
開
」
で
あ
る
。
と
も
に
「
下
々
畑
」
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
（「
宮
山
」
は
「
三
反
三
畝
拾
歩
」、

「
西
山
」
は
「
壱
畝
歩
」）
と
、「
分
米
」（「
宮
山
」
は
「
弐
石
五
斗
」、「
西
山
」
は
「
七
升
五
合
」）
と
「
斗

代
」（「
宮
山
」「
西
山
」
と
も
「
七
斗
五
升
」）
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
右
之
外
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
小

松
山
」
の
面
積
（「
西
山
」
の
「
小
松
山
」
は
「
弐
町
九
反
六
畝
弐
拾
歩
」、「
宮
山
」
の
「
小
松
山
」
は
「
壱

町
五
反
五
畝
歩
」）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
山
手
米
」（「
西
山
」
は
「
三
斗
六
升
」、「
宮
山
」
は
「
壱
斗
九
升
」）

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
【
史
料
�
】「
吉
田
村
御
物
成
御
目
録
」
に
は
、「
字
宮
山
」
に
つ
い
て
記
述
は
な
い
が
、「
西
山
新

開
キ
年
貢
」
と
し
て
「
九
斗
七
升
八
合
五
勺
」
が
吉
田
村
か
ら
「
御
役
所
様
」
に
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
山
役
覚
」・【
史
料
Ⅻ
】「
吉
田
村
小
物
成
場
検
地
帳
」・【
史
料
�
】

「
吉
田
村
御
物
成
御
目
録
」
は
、
い
ず
れ
も
「
西
山
」
と
「
宮
山
」
が
吉
田
村
の
生
業
の
た
め
に
必
要
な
場
所
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で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
今
日
学
界
か
ら
も
そ
し
て
一
般
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
機
会
の
あ
ま
り
な
い
安
寧
天
皇
陵
に
つ
い

て
、
近
世
に
お
け
る
史
料
に
基
づ
い
て
考
え
て
き
た
。
中
で
も
、
ど
こ
が
真
の
安
寧
天
皇
陵
か
と
い
う
問
題
は

元
禄
の
修
陵
以
降
長
い
間
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
み
せ
る
に
至
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
こ
と
が
、
安
寧
天
皇
陵
が
存
す
る
吉
田
村
に
お
け
る
生
業
の
維
持
・
発
展
と

ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
結
論
を
示
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
今
後
も
し
安
寧
天
皇
陵
の
こ
と
が
近
世
史
研
究
の
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
本
稿

で
示
し
た
視
角
は
、
決
し
て
無
駄
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

著
者
は
、
近
世
に
お
け
る
古
墳
の
あ
り
方
と
し
て
、
古
墳
が
天
皇
陵
と
し
て
管
理
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
が
近
接
す
る
村
に
と
っ
て
の
生
業
の
場
と
し
て
組
み
込
ま
れ
続
け
る
例
が
多
い
こ
と
に
つ
い

て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
天
皇
陵
に
近
接
す
る
村
の
地
方
文
書
を
活
用
し
て
論
文
を
著
す
機
会
は
少
な

く
と
も
著
者
に
と
っ
て
は
稀
で
あ
り
、「
村
落
に
よ
る
陵
墓
古
墳
の
利
用
様
態
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究

紀
要
』
第
二
十
三
号
（
昭
和
六
十
三
年
度
）、
平
成
元
年
三
月
、
徳
川
黎
明
会
）
と
「
村
落
と
陵
墓
古
墳
の
周

濠
―
古
市
古
墳
群
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
成
城
文
藝
』
第
一
三
一
号
、
一
九
九
〇
年
七
月
、
成
城
大
学
文
芸
学
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部
）
を
発
表
し
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
拙
著
『
幕
末
・
明
治
期
の
陵
墓
』（
平
成
九
年
五
月
、
吉
川
弘
文

館
）
に
補
筆
・
修
正
の
上
収
録
す
る
等
し
た
の
み
で
あ
る
。
本
稿
は
、
著
者
に
よ
る
こ
の
傾
向
の
論
文
と
し
て

は
そ
れ
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
引
用
し
た
文
書
の
点
数
も
少
な
く
成
果
も
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
っ
た
が
、
な
お

こ
の
問
題
に
つ
い
て
史
料
の
検
索
に
つ
と
め
た
い
。

註（
1
）　

大
正
十
四
年
七
月
、
山
陵
崇
敬
會
、
本
稿
で
拠
っ
た
の
は
昭
和
三
年
一
月
発
行
の
三
版
。
一
九
八
九
年
二
月
に
名
著

出
版
よ
り
『
山
陵
〔
新
訂
版
〕』
と
し
て
復
刻
し
た
版
も
あ
り
、
そ
れ
は
昭
和
四
年
五
月
発
行
の
五
版
に
拠
る
。

（
2
）　

上
野
竹
次
郎
著
『
山
陵
』
二
十
二
ペ
ー
ジ
。

（
3
）　
『
国
史
大
辞
典
第
一
巻
』（
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
、
三
九
六
ペ
ー
ジ
。

（
4
）　
『
中
外
日
報
』
令
和
七
年
四
月
四
日
付
第
七
面
の
「
論
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
天
皇
陵
「
変
更
」
へ
の
戸
惑
い
記
す
／

『
卯
花
日
記
』
と
安
寧
天
皇
陵
」
等
と
の
見
出
し
の
小
論
で
は
、
本
論
で
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
な
る
事
柄
の
内
、
津

川
仲
道
著
『
卯
花
日
記
』
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）　
『
元
禄
年
間
山
陵
記
録
』
二
ペ
ー
ジ
。
ま
た
二
五
九
～
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
6
）　

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
ま
ほ
ろ
ば
ラ
イ
ブ
イ
ラ
リ
ー
よ
り
。
玉
井
家
文
書
『
庁
中
漫
録
』「
山
陵
記
録
：
元
録
十
丁
丑

年
」。
ｗ
ｅ
ｂ
上
の
公
開
に
よ
る
閲
覧
。

（
7
）　

原
文
の
「
又
ハ
」
を
文
脈
に
よ
っ
て
「
と
」
と
解
し
た
。

（
8
）　
（
ｋ
）
の
原
文
に
「
御
尋
被
成
候
御
陰
井
と
申
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
通
り
、「
南
都
御
奉
行
様
」
か
ら
吉
田

村
へ
の
「
御
尋
」
に
は
、
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
「
御
尋
」
ば
か
り
で
は
な
く
、「
御
陰
井
」
に
つ
い
て
の
個
別
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的
な
「
御
尋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
古
事
記
』
の
「
御
陵
は
、
畝
火
山
の
み
ほ
と
に
在
り
」）（
傍
点
引
用
者
。

以
下
同
）、『
日
本
書
紀
』
の
「
畝
傍
山
南
御
陰
井
上
陵
、『
延
喜
式
』「
諸
陵
寮
」
の
「
畝
傍
山
西
南
御
陰
井
上
陵
」
と
の

記
述
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）　

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。
和
書
（
多
門
櫓
文
書
を
除
く
）「
御
実
紀
」。
ｗ
ｅ
ｂ
上
の
公
開
に
よ
り
閲
覧
。

（
10
）　

こ
の
「
纎
沙
山
」
は
、『
日
本
書
紀
』
孝
昭
天
皇
条
の
懿
徳
天
皇
陵
の
陵
号
「
畝
傍
山
南
繊
沙
谿
上
陵
」（
傍
点
引
用

者
。
以
下
同
）（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
日
本
書
紀
①
』〔
一
九
九
四
年
四
月
、
小
学
館
〕
二
五
〇
～
一
ペ
ー
ジ
）、

ま
た
『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
条
の
懿
徳
天
皇
陵
の
陵
号
「
畝
傍
山
南
纎
沙
溪
上
陵
」（『
新
訂
増
補
國
史
大
系
〔
普
及
版
〕
延

喜
式
中
編
』〔
昭
和
四
十
七
年
四
月
、
吉
川
弘
文
館
〕
五
四
七
ペ
ー
ジ
）
に
依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
繊
沙
」

（『
日
本
書
紀
』）
の
読
み
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
の
懿
徳
天
皇
陵
条
に
「
御
陵
、
在
二
畝
火
山
之
真
名
子
谷
上
一
也
」

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
日
本
書
紀
①
』
一
六
六
～
七
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
マ
ナ
ゴ
」
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、『
延
喜
式
』
は
「
纎
沙
溪
」
に
「
イ
サ
コ
タ
ニ
」
と
の
読
み
方
を
示
し
て
い
る
（
典
拠
は
「
九
條
公
爵
家
本
」

〔
新
訂
増
補
國
史
大
系
本
に
よ
る
〕）。
な
お
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
繊
」
は
「
纖
」
の
略
字
で
あ
り
、「
纎
」
は

「
纖
」
の
俗
字
で
あ
る
。

（
11
）　
「
䕃
」
は
今
日
で
は
一
般
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
文
字
で
あ
る
が
、「
䕃
」
は
本
稿
で
は
特
に
注
目
す
る
語

に
含
ま
れ
る
文
字
で
も
あ
り
、
史
料
に
見
え
る
限
り
無
条
件
で
「
䕃
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
敢
え
て
し
な
い
。「
隂
」・

「
陰
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
12
）　
「
享
保
二
十
一
年
丙
辰
初
春
吉
旦 

京
師
書
舖 
六
角
通
御
幸
町 

茨
城
多
左
衛
門
鐫 

江
府
書
舖 

日
本
橋
南
二
丁
目 

小

川
彦
九
郎
」
の
版
に
よ
る
〔
並
河
永
校
訂
『『
大
和
志
』・『
大
和
志
料
』―
大
和
志
―
』（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
、
臨
川

書
店
）
二
七
〇
ペ
ー
ジ
・
三
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　

白
井
哲
哉
著
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
二
月
、
思
文
閣
出
版
）
第
3
章
「『
五
畿
内
志
』
編
纂
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の
歴
史
的
意
義
」
第
2
節
「『
五
畿
内
志
』
の
編
纂
過
程
」
参
照
。
ま
た
、
並
河
永
が
『
大
和
志
』
の
編
纂
途
上
、
確
か

に
こ
の
地
（
高
市
郡
吉
田
村
お
よ
び
そ
の
周
辺
）
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
【
史
料
Ⅳ
】
本
居
宣
長

『
菅
笠
日
記
』
明
和
九
年
三
月
十
二
日
条
に
、
本
居
宣
長
が
畝
傍
村
の
「
翁
」
の
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
と
し
て
、

「
か
の
並ナ
ビ

河カ

が
た
づ
ね
奉
り
し
を
り
の
事
を
も
か
た
り
き
」
と
あ
る
。

（
14
）　

註
（
5
）（
6
）
の
「
山
陵
記
録
：
元
録
十
丁
丑
」
あ
る
い
は
そ
れ
を
翻
刻
し
た
『
元
禄
年
間
山
陵
記
録
』
を
参
照
。

（
15
）　

白
井
著
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』
六
十
四
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

本
稿
に
お
け
る
『
菅
笠
日
記
』
の
引
用
は
、
註
（
18
）（
後
掲
）
参
照
。

（
17
）　

本
居
宣
長
は
「
陵
」
を
「
み
さ
ゞ
き
」
と
読
む
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
」
と
「
文
明
本

節
用
集
」
を
挙
げ
て
「
ミ
サ
ザ
キ
」
と
の
読
み
を
示
し
、「「
み
さ
ざ
き
」
と
あ
る
の
は
挙
例
の
「
名
義
抄
」
が
初
出
で
、

以
下
、「
文
明
本
節
用
集
」「
伊
京
集
」「
天
正
十
八
年
本
節
用
集
」「
饅
頭
屋
本
節
用
集
」
な
ど
に
見
え
る
。「
み
さ
さ
ぎ
」

の
語
形
は
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
「
日
本
大
文
典
」
に
見
え
る
」
と
す
る
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
よ
る
ｗ
ｅ
ｂ
上
の
公
開
に
よ

る
閲
覧
。

（
18
）　
「
寛
政
七
年
乙
卯
夏
発
行 

勢
州
書
林 

松
坂
日
野
町
柏
屋
兵
助 

京
都
書
林 

寺
町
通
佛
光
寺
下
ル
町 

錢
屋
利
兵
衛
」
の

版
本
に
よ
る
。
著
者
所
蔵
。

（
19
）　
『
菅
笠
日
記
』
三
月
十
一
日
条
は
、
本
居
宣
長
一
行
に
よ
る
「
文
殊
」（
安
倍
文
殊
院
）
訪
問
に
つ
い
て
の
記
事
を
載

せ
る
。

（
20
）　
『
卯
花
日
記
』
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
本
（
函
架
番
号
、
三
五
一
―
五
五
九
）
に
よ
る
。
ｗ
ｅ
ｂ
上
の

公
開
に
よ
り
閲
覧
。
た
だ
し
『
卯
花
日
記
』
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
集
『
飛
鳥
京

跡
関
係
史
料
集
⑵
近
世
紀
行
文
篇
「
昭
和
54
年
度
飛
鳥
京
跡
調
査
概
報
付
録
」（
昭
和
五
十
五
年
二
月
、
奈
良
県
教
育
委

員
会
）「
21
卯
花
日
記
（
文
政
十
二
年
・
一
八
二
九
）
津
川
長
道
」
の
五
十
八
～
九
ペ
ー
ジ
に
も
翻
刻
文
が
掲
載
さ
れ
て
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い
る
（
一
部
翻
刻
内
容
が
本
稿
と
異
な
る
部
分
が
あ
る
）。

（
21
）　

岩
本
次
郎
著
「
平
城
京
研
究
の
先
覚
者
北
浦
定
政
に
関
す
る
素
描
」（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
史
料
第
四
十
五
冊
北
浦
定
政
関
係
資
料
』〔
平
成
九
年
三
月
〕。）。

（
22
）　

た
だ
し
【
史
料
Ⅵ
】『
打
墨
縄
大
和
國
部
』
は
、
本
文
に
既
に
記
し
た
「
字
ツ
カ
山
」
の
「
▲
神
武
陵
」
の
他
に
、「
●
洞

村
字
丸
山
」
に
も
「
神
武
」
と
し
て
い
て
「
▲
」
を
付
け
て
い
な
い
。
洞
村
の
「
字
丸
山
」
の
神
武
天
皇
陵
を
真
陵
と
考

え
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
他
に
「
字
ミ
サ
ン
サ
イ
」
と
も
記
載
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
神

武
陵
」
と
の
表
記
は
な
い
。
つ
ま
り
、
北
浦
定
政
が
そ
こ
は
神
武
天
皇
陵
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
思
わ

れ
る
。

（
23
）　

小
林
大
広
著
「
平
塚
飄
斎
小
論
」（
同
志
社
大
学
文
化
学
会
『
文
化
学
年
報
』
六
十
七
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）。

（
24
）　

著
者
所
蔵
。

（
25
）　

同
図
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
畝
傍
山
」
の
「
西
北
面
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
西
北
か
ら
西
南
に
か
け
て
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
特
に
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
文
言
を
改
変
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

（
26
）　

山
川
正
宣
『
山
陵
考
畧
』（
池
田
史
談
会
、
大
正
十
三
年
六
月
）
五
～
六
ペ
ー
ジ
。

（
27
）　

但
し
『
藺
笠
の
し
つ
く
』
の
自
筆
本
に
は
、
五
月
朔
日
と
あ
る
べ
き
所
を
「
四
月
朔
日
」
と
し
て
い
る
。

（
28
）　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
（
函
架
番
号
、
谷
・
一
三
九
）
に
よ
る
。
自
筆
本
。
ｗ
ｅ
ｂ
上
の
公
開
に
よ
る
閲

覧
。

（
29
）　

元
禄
の
修
陵
の
際
に
作
成
さ
れ
た
「
陵
図
」
の
類
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）　

こ
の
「
制
札
」
は
、【
史
料
Ⅷ
】『
聖
蹟
圖
志
』「
畝
傍
山
西
北
面
之
圖
」
に
み
え
る
「
安
寧
祠
」
の
参
道
前
に
あ
る
高

札
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
31
）　

谷
森
善
臣
「
考
証
の
書
（『
山
陵
考
』）」
の
引
用
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題
続
歴
史
編
』（
昭
和



二
三
三

近世における安寧天皇陵をめぐる動向

二
十
六
年
三
月
、
養
徳
社
）「
五
陵
墓
」「
陵
墓
論
考
」「
文
久
山
陵
図
」
の
条
に
、
文
久
の
修
陵
に
当
っ
て
の
「
考
証
の

書
」
に
つ
い
て
、「
考
証
の
書
四
冊
は
文
久
山
陵
図
考
証
と
云
ひ
、
一
般
に
は
山
陵
考
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
谷
森
善

臣
著
に
係
り
、
大
和
・
山
城
両
国
の
御
陵
八
十
七
箇
所
に
つ
い
て
論
究
し
た
も
の
」（
二
〇
六
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
「
考
証

の
書
」
に
拠
っ
た
。
な
お
林
恵
一
著
「
谷
森
善
臣
著
作
年
譜
抄
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
二
十
三
号
〔
昭
和
四
十
六
年
十
一

月
、
宮
内
庁
書
陵
部
〕）
の
「
文
久
二
（
壬
戌
）」
の
条
は
、「
ま
た
、
こ
の
年
、『
山
陵
図
附
、
考
証
の
書
』（
特
・
六
／
二
帖

四
冊
）
成
り
、
戸
田
忠
至
、
こ
れ
に
奥
書
す
。（
こ
の
中
、「
考
証
之
書
」
は
、
谷
森
善
臣
の
撰
す
る
所
な
り
。
献
上
本
な

れ
ば
、
自
筆
に
非
ず
）。」（
七
十
一
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
。

（
32
）　
『
山
陵
』
二
十
一
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　
『
山
陵
』
二
十
二
ペ
ー
ジ
。

（
34
）　
『
橿
原
市
史
史
料
集
』
二
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
35
）　

以
上
、『
地
方
凡
例
録
上
巻
』
九
十
二
ペ
ー
ジ
。

（
36
）　
【
史
料
Ⅺ
】「
吉
田
村
山
役
覚
」
の
「
字
」
の
三
箇
所
目
の
「
字
同
村
」
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
、
こ
こ
に
は
字
名
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
前
提
に
論
を
進
め
ざ
る
を
得
な
い
。

（
37
）　
『
橿
原
市
史
史
料
第
三
巻
』（
昭
和
六
十
一
年
三
月
、
橿
原
市
役
所
）
五
一
〇
ペ
ー
ジ
。（
東
坊
城
・
村
島
兵
治
文
書
）。

（
38
）　
『
橿
原
市
史
史
料
第
三
巻
』
五
一
〇
～
一
二
ペ
ー
ジ
。
天
図
近
世
文
書
。

（
39
）　
『
橿
原
市
史
史
料
第
三
巻
』
五
一
二
～
三
ペ
ー
ジ
。
松
村
輝
雄
文
書
。

本
稿
は
、
令
和
七
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
近
世
に
お
け
る
古
代
天
皇
陵
の
姿
―『
卯
花
日
記
』
の
記
述
を
手
が
か

り
に
―
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
示
す
次
第
で
あ
る
。


